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第１章 総則 

1.1 目的 

この計画は、水防法（昭和24年法律第193号、以下「法」という。）第４条の規定に基づき、長野

県知事から指定された指定水防管理団体たる飯田市が、同法第33条第１項の規定に基づき、飯田市内

における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、飯田市の地域にかかる河

川、湖沼の洪水等の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持

することを目的とする。 

1.2 用語の定義 

主な水防用語の定義は、次のとおりである。なお、飯田市域における各用語の具体的な名称、箇所

等については、資料により示す。 

（１）水防管理団体 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは水害

予防組合をいう（法第２条第１項）。 

（２）指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したものをいう（法第４

条）。 

（３）水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の

管理者をいう（法第２条第２項）。 

（４）消防機関 

消防組織法（昭和22年法律第226号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消防署及び消防

団）をいう（法第２条第３項）。 

（５）消防機関の長 

消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団の長を

いう（法第２条第４項）。 

（６）水防団 

法第６条に規定する水防団をいう。この計画においては、水防に従事する消防団のことをいう。 

（７）量水標管理者 

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第２条第６項、法第10条第３項）。 

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるところにより、水位

を通報及び公表しなければならない（法第12条）。 

（８）水防協力団体 

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人でない団体

であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項そ

の他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有してい

るものとして水防管理者が指定した団体をいう（法第36条第１項）。 

（９）洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は相

当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水

予報河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示し
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て洪水の予報等を行う（法第10条第２項、法第11条第１項、気象業務法（昭和27年法律第165号）

第14条の２第２項及び第３項）。 

（10）水防警報 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大又は相当な損害が

生じるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸（水防警報河川等）について、国土交通

省又は都道府県の機関が、洪水、津波又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防を行

う必要がある旨を警告して行う発表をいう（法第２条第７項、法第16条）。 

（11）水位周知河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相

当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は都道府県知事は、水位

周知河川について、当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（特別警戒水位）に達したと

き、水位又は流量を示して通知及び周知を行う（法第13条）。 

（12）水位到達情報 

水位到達情報とは、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した水位周知河川において、あらかじ

め定めた氾濫危険水位（特別警戒水位）への到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）、

避難判断水位への到達情報、氾濫発生情報のことをいう。 

（13）水防団待機水位（通報水位） 

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定める水位で、各水防機関が水防体制に入る

水位（法第12条第１項に規定される通報水位）をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがある場合において、量水標等の示

す水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を関係者に通報しなければ

ならない。 

（14）氾濫注意水位（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべ

きものとして都道府県知事が定める水位（法第12条第２項に規定される警戒水位）をいう。水防団

の出動の目安となる水位である。 

量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときは、その水位の

状況を公表しなければならない。 

（15）避難判断水位 

氾濫注意水位（警戒水位）を超える水位であって、洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位

をいう。市町村長の避難準備情報発表の目安となる水位である。 

（16）氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市町村長の

避難勧告等の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、法第13条第１項及び第

２項に規定される特別警戒水位に相当する。 

（17）特別警戒水位 

法第13条第１項及び第２項に定める洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位。氾濫危険水位

に相当する。国土交通大臣または都道府県知事は、指定した水位周知河川においてこの水位に到達

したときは、水位到達情報を発表しなければならない。 

（18）重要水防箇所 
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堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して水防上

特に注意を要する箇所をいう。 

（19）浸水想定区域 

洪水予報河川及び水位周知河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防

止することにより、水災による被害の軽減を図るため、河川整備の計画降雨により当該河川が氾濫

した場合に浸水が想定される区域として国土交通大臣又は都道府県知事が指定した区域をいう（法

第14条）。 

 

1.3 水防の責任等 

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されている責任及び義務は次のとおりである。 

（１）県の責任 

県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように確保すべき責任を有する（法第３条

の６）。具体的には、主に次のような事務を行う。 

①指定水防管理団体の指定（法第４条） 

②水防計画の策定及び要旨の公表（法第７条第１項及び第６項） 

③水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の２） 

④都道府県水防協議会の設置（法第８条第１項） 

⑤気象予報及び警報、洪水予報の通知（法第10条第３項） 

⑥洪水予報の発表及び通知（法第11条第１項、気象業務法第14条の２第３項） 

⑦量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第12条） 

⑧水位情報の通知及び周知（法第13条） 

⑨洪水予報又は水位情報の通知の関係市町村長への通知（法第13条の２） 

⑩浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条） 

⑪水防警報の発表及び通知（法第16条第１項、第２項及び第３項） 

⑫水防信号の指定（法第20条） 

⑬避難のための立退きの指示（法第29条） 

⑭緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第30条） 

⑮水防団員の定員の基準の設定（法第35条） 

⑯水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条） 

⑰水防管理団体に対する水防に関する勧告及び助言（法第48条） 

（２）水防管理団体等の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。具体的には、主に次のような

事務を行う。 

①水防団の設置（法第５条） 

②水防団員等の公務災害補償（法第６条の２） 

③平常時における河川等の巡視（法第９条） 

④水位の通報（法第12条第１項） 

⑤浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置（法第15条） 

⑥避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない地下街等の所有者又は管理者への必要な指示、

指示に従わなかった旨の公表（法第15条の２） 
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⑦水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第17条） 

⑧警戒区域の設定（法第21条） 

⑨警察官の援助の要求（法第22条） 

⑩他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第23条） 

⑪堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第25条、法第26条） 

⑫公用負担（法第28条） 

⑬避難のための立退きの指示（法第29条） 

⑭水防訓練の実施（法第32条の２） 

⑮（指定水防管理団体）水防計画の策定及び要旨の公表（法第33条第１項及び第３項） 

⑯（指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第34条） 

⑰水防協力団体の指定・公示（法第36条） 

⑱水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条） 

⑲水防従事者に対する災害補償（法第45条） 

⑳消防事務との調整（法第50条） 

（３）国土交通省の責任 

①水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の２） 

②洪水予報の発表及び通知（法第10条第２項、気象業務法第14条の２第２項） 

③量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第12条） 

④洪水予報又は水位情報の通知の関係市町村長への通知（法第13条の２） 

⑤水位情報の通知及び周知（法第13条第１項） 

⑥浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条） 

⑦水防警報の発表及び通知（法第16条第１項及び第２項） 

⑧重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第31条） 

⑨水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条） 

⑩都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言（法第48条） 

（４）気象庁の責任 

①気象、津波、高潮及び洪水の予報及び警報の発表及び通知（法第10条第１項、気象業務法第14条

の２第１項） 

②洪水予報の発表及び通知（法第10 条第２項、法第11 条第１項並びに気象業務法第14条の２第２

項及び第３項） 

（５）居住者等の義務 

①水防への従事（法第24条） 

②水防通信への協力（法第27条） 

（６）水防協力団体の義務 

①決壊の通報（法第25条） 

②決壊後の処置（法第26条） 

③水防訓練の実施（法第32条の２） 

④津波避難訓練への参加（法第32条の３） 

⑤業務の実施等（法第36条、第37条、第38条、第39条） 
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1.4 水防計画の作成及び変更 

市は、毎年、県の水防計画に応じて、出水期前までに水防計画に検討を加え、必要があると認める

ときは変更を行う。水防計画を変更するときは、あらかじめ、飯田市防災会議に諮るとともに、知事

に届け出るものとする。 

また、市は、水防計画を変更したときは、その要旨を公表するものとする。 

 

1.5 安全配慮 

洪水はもとより、避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安全確保に留意して水防活動を実施

しなければならない。 

（水防団員自身の安全確保のために配慮すべき事項） 

・水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

・水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機器を携

行する。 

・水防活動は、ラジオを携行する等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。 

・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団員を随時交

代させる。 

・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

・指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するため、必要に応じ、速

やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

・指揮者は水防団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を水防団員等へ周知し、共有しな

ければならない。 

・指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を事前に徹

底する。 

・出水期前に、洪水時の堤防決壊の事例等の資料を水防団員全員に配付し、安全確保のための研修

を実施する。 
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第２章 水防組織 

2.1 市の水防組織 

水防に関係のある警報・注意報等の発表又は地震等の発生等により、洪水等のおそれがあると認め

られるときから洪水等のおそれがなくなったと認められるときまで、市は市役所危機管理センターに

飯田市水防本部（以下「水防本部」という。）を設置し、次の組織で事務を処理する。ただし、飯田

市災害警戒本部又は飯田市災害対策本部が設置されたときは、同本部の一部として編入され、その事

務を処理する。 

（１）組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織の構成及び事務分掌 

水防本部の構成員及び各災害対策部の構成員については資料２－１のとおりとし、事務分掌は飯

田市地域防災計画風水害対策編第３節 非常参集職員の活動 別記「飯田市災害対策本部事務分掌」

を準用する。 

 

  

災害への対応状況等により 
適宜加えられる活動体制 飯 田 市 水 防 本 部 

本 部 事 務 局 
計 画 分 析 班 
情 報 整 理 班 
財 務 会 計 班 
資 源 管 理 班 
広 報 班 
調 整 班 

本 部 連 絡 員 

災 害 対 策 部 

上 下 水 道 部 
病 院 部 
教 育 部 
議 会 ・ 行 政 部 

総 務 部 
総合政策・リニア部 
市 民 協 働 環 境 部 
健 康 福 祉 部 
産 業 経 済 部 
建 設 部 

   

本 部 員 会 議 

関 係 機 関 連 絡 員 
（ リ エ ゾ ン ） 
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第３章 重要水防箇所 

重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に

際して水防上特に注意を要する箇所である。市内には、国土交通省管理河川において25箇所、県管理河

川において54箇所、市管理河川において８箇所が設定されている。 

国、県の重要水防箇所の設定基準は資料３－１のとおりであり、市内河川における重要水防箇所の一

覧は資料３－２のとおりである。 
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第４章 予報及び警報 

4.1 警報・注意報等の種類 

4.1.1 気象業務法に基づく警報・注意報等 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報、警報については、指定河川洪水注意報及び警報

を除き、一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報をもって代える。なお、水防活動の利用に

適合する特別警報は設けられていない。 

（１）水防活動用注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、警報等の種類 

水防活動の 

利用に適合 
種類 発表基準 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 大雨による災害が起こるおそれがあると予想したとき 

水防活動用 

気象警報 

大雨警報 大雨による重大な災害が起こるおそれがあると予想したとき 

大雨特別警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想したとき 

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が起こるおそ

れがあると予想したとき 

水防活動用 

洪水警報 
洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が起こ

るおそれがあると予想したとき 

警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな警報・注意報が発表されるとき

は、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新されて、新たな警報・注意報にきりかえられる。 

 

（参考）下表の警報・注意報等は標題を出さないで警報・注意報に含めて行われる。 

種類 発表基準 

地面現象警報 
大雨、大雪等による山くずれ、地すべり等によって、重大な災害が起こるおそ

れがあると予想される場合 

浸水警報 浸水によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

地面現象注意報 
大雨、大雪等による山くずれ、地すべり等によって、災害が起こるおそれがあ

ると予想される場合 

浸水注意報 
大雨、長雨、融雪等の現象に伴う浸水によって、災害が起こるおそれがあると

予想される場合 

情報 
台風その他の異常気象について、その状況を具体的に説明するもので事前予告

及び警報発表時の補完として一般の利用に供するため随時発表する。 
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（２）警報・注意報等の連絡系統 

長野地方気象台から発表される警報・注意報等の連絡は、次の系統により行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）    はＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       はオンライン配信による伝達を示す。 

 

（３）注意報、警報の発表基準 

大雨警報・大雨注意報 

発表 雨量基準 土壌雨量指数基準 

大雨警報 
平坦地：R1＝50 

平坦地以外：R1＝60 
119 

大雨注意報 
平坦地：R1＝30 

平坦地以外：R1＝40 
95 

洪水警報・洪水注意報 

発表 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

洪水警報 
平坦地：R1＝50 

平坦地以外：R1＝60 

松川流域＝18、黒川流域＝10、 

万古川流域＝13、遠山川流域＝32、 

上村川流域＝11 

－ 

洪水注意報 
平坦地：R1＝30 

平坦地以外：R1＝40 

松川流域＝13、黒川流域＝8、 

万古川流域＝10、遠山川流域＝26、 

上村川流域＝9 

－ 

一次細分区域：南部 市町村等をまとめた地域：下伊那地域 市町村：飯田市 

 

発表基準欄に記載した数値は長野県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査して決めたものであり、

気象要素によって災害発生を予測する際のおおむねの目安である。 

※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 

※欄中、R1は１時間雨量を示す。例えば、R1＝50であれば「１時間雨量50mm以上」を意味する。 

※平坦地とは概ね傾斜が30パーミル以下で都市化率が25パーセント以上の地域、平坦地以外とはそれ以外の地域。 

※土壌雨量指数基準は１km四方毎に設定しているが、欄内の基準は市内における基準値の最低値を示している。 

 

（参考） 

土壌雨量指数：降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。解

析雨量、降水短時間予報をもとに５km四方の領域ごとに算出。 

流域雨量指数：降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に存在する流域の雨水の

量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに５km四方の領域ごとに算出。  

県危機管理防災課 
長野地方 
気 象 台 

県水防本部（河川課） 
県 関 係 機 関 
国土交通省関係河川事務所 
県 警 察 本 部 警 察 署 

現 地 指 導 班 
（砂防事務所） 
（ダム管理事務所） 
現 地 指 導 班 
（建設事務所） 

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 ま た は 
西日本電信電話株式会社（警報のみ） 

水防管理団体 
ダ ム ・ 水 門 
等 管 理 者 
（警報のみ） 

放 送 報 道 機 関 そ の 他 
総 務 省 消 防 庁 市 町 村 
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4.1.2 水防法に基づくもの 

（１）洪水予報 

法第10条第２項及び気象業務法第14条の２第２項の規定に基づき、重要河川で国土交通大臣が定

めた河川について、国土交通大臣と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示して発表す

る警報及び注意報をいう。 

また、法第11条第１項及び気象業務法第14条の２第３項の規定に基づき、重要河川で知事が定め

た河川について、知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示して発表する警報及び

注意報をいう。 

種類 発表基準 洪水予報の表題 
(洪水危険度レベル) 発表時期 

洪水 

警報 

溢水・氾濫等により国民経

済上重大又は相当な損害

を生じる恐れがあるとき。 

氾濫発生情報 

（レベル５） 
洪水予報区間内で氾濫が発生したとき。 

氾濫危険情報 

（レベル４） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達した

とき。 

氾濫警戒情報 

（レベル３） 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険

水位に到達することが見込まれるとき、あ

るいは避難判断水位に達し、更に水位の上

昇が見込まれるとき。 

洪水 

注意報 

基準地点の水位が氾濫注

意水位を超え、なお水位上

昇により災害の発生する

恐れがあるとき。 

氾濫注意情報 

（レベル２） 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、更

に水位の上昇が見込まれるとき。 

（発表なし） 

（レベル１） 
水防団待機水位に到達したとき。 

（２）避難判断水位到達情報 

法第13条の規定に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水位又は流量を

示して発表する水位情報をいう。 

種類 発表基準 

避難判断水位到達情報 対象水位観測所の水位が避難判断水位に到達したとき。 

（３）水防警報 

法第16条の規定に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水防活動のため

に発表する警報をいう。 

種類 段階 発表基準 

水防警報 

準備 
雨量、水位、流量その他の河川の状況により必要と認められるとき、又は、

水位が水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超えるおそれがあるとき。 

出動 
水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇のおそれがあり、水防活動の必要が

あるとき。 

状況 
出動が長時間にわたる場合、あるいは気象条件、水防活動に変化等が生じ

たとき。 

解除 水位が氾濫注意水位を下回り、かつ、水防活動の必要がなくなったとき。 
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4.2 洪水予報 

（１）国土交通大臣が洪水予報を行う河川 

法第10条第２項の規定に基づき、国土交通大臣と気象庁長官が共同して洪水予報を行う管内河川

及びその区域は次表のとおり。 

天竜川（平成21年３月23日 国土交通省告示第303号） 

河川名 区域 
水位又は流量の予報

に関する基準地点 
担当官署名 

天竜川 

（上流） 

上伊那郡辰野町平出（昭和橋）から 

飯田市龍江（姑射橋）まで 

伊那富、沢渡、市田、

天竜峡 

天竜川上流河川事務所 

長野地方気象台 

天竜川上流河川事務所管内の洪水予報の対象となる水位観測所 

河川 観測所名 位  置 
水 防 団 

待機水位 

氾濫注意

水 位 

避難判断

水 位 

氾濫危険

水 位 

計 画 

高 水 位 

天
竜
川 伊那富 上伊那郡辰野町樋口 1.0 m 1.5 m 2.4 m 2.6 m 3.12 m  

沢渡 伊那市東春近渡場 0.5 m 0.9 m 1.4 m 1.6 m 4.41 m  

市田 下伊那郡高森町下市田 0.7 m 1.4 m 3.3 m 3.6 m 4.81 m  

天竜峡 飯田市龍江太田下 9.7 m 11.0 m 15.6 m 16.2 m 20.20 m  

 

法第10条第２項の規定による洪水予報の通知系統（天竜川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）    はＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       はオンライン配信による伝達を示す。 

 

（２）知事が洪水予報を行う河川 

法第11条第１項の規定に基づき、知事と気象庁長官が共同して洪水予報を行う河川が定められて

いるが、飯田市内に該当する河川は存在しない。 

 

長野地方気象台 県危機管理防災課 
天竜川上流河川事務所 

関係機関 
放送機関 

県水防本部 

東日本電信電話株式会社または、 
西日本電信電話株式会社（警報のみ） 

飯田建設事務所 
下伊那南部建設事務

南信州地域振興局 
陸上自衛隊 
警察本部 

関係警察署 
ダム・水門等管理者 

水 防 管 理 団 体 
（ 市 水 防 本 部 ） 
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4.3 水位周知河川における水位到達情報 

（１）種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について水位到達情報の通知を受けたとき、又は知事が指

定した河川について、水位が氾濫危険水位（法第13条第１項及び第２項に規定される特別警戒水位）

に達したとき、その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者及び量水標管理者に通知する

とともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させる。 

また、避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため、大臣が指定した河川については

大臣から、知事が指定した河川については知事から、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知

する。 

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（氾濫注意水位を下回った場合の情報（氾

濫注意情報の解除）を含む。）、氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行うこととする。 

発表する情報の種類、発表基準は、次のとおりである。 

種類 発表基準 

氾濫注意情報 基準地点の氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 

氾濫警戒情報 基準地点の避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険情報 基準地点の氾濫危険水位（特別警戒水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

（２）国土交通省が行う水位到達情報の通知 

法第13条第１項の規定に基づき、国土交通大臣が水位到達情報の通知を行う河川が定められてい

るが、飯田市内に該当する河川は存在しない。 

（３）長野県が行う水位到達情報の通知 

法第13条第２項の規定に基づき、知事が水位到達情報の通知を行う河川（水位周知河川）は、次

表のとおりである。 

河川名 
区域 対象水位観測所 水 位 情 報 

通 知 者 自 至 位置（名称） 
避難判断 

水 位 

遠山川 

南信濃押出 

(押出橋) 

南信濃尾之島 

(八重河内川合流点) 

南信濃和田 

（和田） 
5.0 m 

飯田 

建設事務所長 

南信濃柳瀬 

(月の島橋) 

南信濃大町 

(宮の前橋) 

南信濃名古山 

（南和田（平岡）） 
4.9 m 

飯田 

建設事務所長 

松川 
鼎切石 

（妙琴公園） 

松尾新井 

（天竜川合流点） 

鼎上茶屋 

（上茶屋） 
2.6 m 

飯田 

建設事務所長 
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（４）法第13条第２項の規定による水位到達情報の通知系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）    はＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

 

4.4 水防警報 

4.4.1 安全確保の原則 

水防警報は、洪水等によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告す

るものであるが、発表された水防警報の段階に関わらず、災害の発生時における水防活動その他危険

を伴う水防活動にあたっては、自己の安全、従事者相互の安全を確保した上で実施しなければならな

い。 

 

4.4.2 洪水時の河川に関する水防警報 

（１）種類及び発令基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について、水防警報の通知を受けたとき、又は知事が指定

した河川について水防警報をしたときは、関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知する。

なお、水防警報の種類、内容及び発表基準は、4.1.2（３）のとおりであるが、発令に伴う活動内

容の段階は次のとおりである。 

第一段階 準備 水防資材及び器材の整備、点検及び水門等の開閉の準備並びに水防団幹部の出動 

第二段階 出動 水防団員の出動 

第三段階 解除 水防活動の終了 

（適宜） 状況 水位、雨量等水防活動に必要な状況 

 

  

長野地方気象台 
天竜川上流河川事務所 
関係建設事務所 
放送・報道機関 

南信州地域振興局 

陸 上 自 衛 隊 
警 察 本 部 

関 係 警 察 署 
ダム・水門等管理者 

水 防 管 理 団 体 
（市水防本部） 県 水 防 本 部 

県危機管理防災課 水位・雨量観測所 
飯 田 建 設 事 務 所 
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（２）国土交通省が行う水防警報 

①天竜川で水防警報を行う区域 

河川名 区域 水防警報発表責任者 

天竜川 

（昭和橋）から（姑射橋）まで 

左岸 辰野町平出～飯田市龍江7,122 番の14 地先 

右岸 辰野町平出～飯田市大字川路4,925 番の5 地先 

天竜川上流河川事務所長 

②飯田市の水防警報の対象となる水位観測所 

河川 観測所名 位  置 
水 防 団 

待機水位 

氾濫注意

水 位 

避難判断

水 位 

氾濫危険

水 位 

計 画 

高 水 位 

天
竜
川 市田 下伊那郡高森町下市田 0.7 m 1.4 m 3.3 m 3.6 m 4.81 m 

伊久間 下伊那郡喬木村伊久間 1.4 m 1.7 m   6.24 m 

天竜峡 飯田市龍江太田下 9.7 m 11.0 m 15.6 m 16.2 m 20.20 m 

③範囲 

河川 観測所名 準備 出動 解除 状況 

天
竜
川 市田 氾濫注意水位1.4m 

出動水位2.0mで必要

に応じて出動 氾濫注意水位以下に

下がり水防活動の必

要がなくなったとき 

水防活動に必要があ

るとき 伊久間 〃   1.7m 〃 2.5m 〃 

天竜峡 〃   11.0m 〃 12.5m 〃  

 

④水防警報の伝達系統（天竜川上流） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）    はＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       はファクシミリによる伝達を示す。 

       はＨＰ「川の防災情報」（統一河川情報システム）による補助的伝達系統である。 

  

長 野 地 方 気 象 台 

県危機管理防災課 
天竜川上流河川事務所 

河川情報 
センター 

放 送 ・ 報 道 機 関 
県 水 防 本 部 

伊 那 出 張 所 
駒 ヶ 根 出 張 所 
飯田河川出張所 

飯田建設事務所 関 係 地 域 振 興 局 
陸 上 自 衛 隊 
警 察 本 部 

関係警察署 
ダム・水門等管理者 

水 防 管 理 団 体 
（ 市 水 防 本 部 ） 

中部地方整備局 
国土交通省本省 

伊那建設事務所 

水位・雨量観測所 

諏 訪 建 設 事 務 所 

天竜川ダム統合 
管 理 事 務 所 

中 部 電 力 
美和ダム 
管理支所 
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（３）県が行う水防警報 

①水防警報を行う区域 

河川名 区域 水防警報発表責任者 

遠山川 
南信濃押出（押出橋）から南信濃尾之島（八重河内川合流点） 

飯田建設事務所長 南信濃柳瀬（月の島橋）から南信濃大町（宮の前橋） 

松川 鼎切石から（妙琴公園）松尾新井（天竜川合流点） 

②水防警報の対象となる水位観測所 

河川名 観測所名 位  置 
水 防 団 

待機水位 

氾濫注意 

水 位 

避難判断 

水 位 

氾濫危険 

水 位 

遠山川 
和田 南信濃和田（中橋） 2.4 m 3.3 m 5.0 m 5.5 m 

南和田（平岡） 南信濃名古山（中央橋） 2.4 m 3.7 m 4.9 m 5.5 m 

松川 上茶屋 鼎上茶屋 1.8 m 2.1 m 2.6 m 2.9 m 

③水防警報の段階と範囲範囲 

水防警報の発令基準は、対象水位観測所の水位が水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超え

るおそれがあるとき、水防活動の必要が予測されたとき、及び、水位が氾濫注意水位に達し、な

お上昇のおそれがあり、水防活動の必要があるときである。このほか、必要に応じて発令される

ことがある。 

水防警報解除の基準は、水位が氾濫注意水位以下に下がり、水防作業の必要がなくなったとき

とする。ただし、その間に水防活動上必要な洪水状況について適宜情報を発する。 

④水防警報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）    はＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

  

長野地方気象台 

天竜川上流河川事務所 
関 係 建 設 事 務 所 

放送・報道機関 

南信州地域振興局 

陸上自衛隊 
警 察 本 部 

関係警察署 
ダム・水門等管理者 

水防管理団体 
（市水防本部） 県 水 防 本 部 

県危機管理防災課 水位・雨量観測所 
飯 田 建 設 事 務 所 
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第５章 水位、雨量の観測、通報及び公表 

法第12条において、都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者による関係者への水位

の通報及び水位の公表が義務付けられており、その通報方法等については、資料５（長野県水防計画第

８章）のとおりとなっている。 

なお、県からの通報は（３）の系統をもって通報されるが、水位情報については『長野県河川砂防情

報ステーション（URL https://www.sabo-nagano.jp）』において公表されるため、同サイトでの情報収

集により、水位等の観測情報の把握に努めることとする。 

また、雨量・水位の情報収集にあたって利用するシステムについての特性を熟知した上で、情報収集

にあたること。 

県から市水防本部にの水位の通報を受けた場合において、量水標等の示す水位が水防団待機水位（通

報水位）を超えるときは、その水位の状況を関係者に通報するものとする。 

 

5.1 水位、雨量の観測、通報及び公表 

（１）市内水位観測所一覧 

所属 観測所名 河川名 位  置 
水防団 

待機水位 

氾濫注意 

水位 

松川ダム 

管理事務所 

松川ダム 松川 上飯田陣ガ沢中落8181-27   

市の瀬 松川 上飯田市ノ瀬   

上茶屋 松川 鼎上茶屋 1.8 m 2.1 m 

国土交通省 

天竜川上流河川事務所 

時又 天竜川 龍江244-9   

天竜峡 天竜川 龍江太田下 9.7 m 11.0 m 

JR東海飯田工務区 天竜きょうりょう 天竜川 千代   

市林務課 
闇り沢 松川 鼎切石   

滝沢川 新川 大瀬木梅ヶ久保   

下伊那南部建設事務所 
和田 遠山川 南信濃和田（和田大橋） 2.0 m 3.1 m 

南和田（平岡） 遠山川 南信濃名古山（中央橋） 2.4 m 3.7 m 

中部電力 飯島えん堤 遠山川 南信濃木沢707   

水防団待機水位、氾濫注意水位に記載のある数値は、法第16条の規定により、知事が指定した水防警報を行う水位観測所

の各値である。 

 

（２）雨量の通報 

雨量の通報は下記に従い、通報される。 

①24時間以内に50ミリメートル以上の降雨があったとき。  

②連続雨量80ミリメートルの雨量があったとき。 

また、定時通報として通報開始から終了までの間、標準時１時間ごとにその時刻の雨量及び変動

状況、天候その他が通報され、前各項通報発信後30ミリメートル以上の降雨があったときは、その

都度時刻、雨量及び降雨状況が随時通報される。 
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市内雨量観測所一覧 

所属 観測所名 河川名 位置 

県 

飯田建設 松川 追手町 2-678 

清水平 松川 上飯田 8124-34 

松川ダム 松川 上飯田 8181 の 27 

須官 西俣川 上飯田 8125-346 

権現山 細田川 上久堅 1995-4 

五郎島 留々女川 川路 3467-2 

上中郷 遠山川 上村字大野峰 920-ﾊ 

森山 小嵐川 南信濃八重河内 898 

気象台 
飯田（気象） 野底川 高羽町 6-1-5 

南信濃（気象） 遠山川 南信濃和田字夜川瀬 

国土交通省 

天竜川上流 

河川事務所 

上久堅 イタチ川 上久堅 2461-1 

鈴ヶ平 松川 上飯田 8166-5 

松尾   毛賀 470 

北又 遠山川 上村ぼった沢入 979-34 

大野 遠山川 上村下栗 1293-ﾛ 

遠山 遠山川 南信濃木沢 592-9 

此田 遠山川 南信濃八重河内 1191 

飯田市役所 

市役所   大久保町 2534（建設部棟） 

座光寺 土曽川 座光寺 2535 

松尾   松尾城 4012-1 

下久堅 天竜川 下久堅知久平 118-1 

上久堅 イタチ沢川 上久堅 3769 

千代 米川 千代 1170-1 

龍江   龍江 4517 

竜丘   桐林 505 

三穂   伊豆木 5451-2 

山本 久米川 山本 3378 

伊賀良   大瀬木 570-1 

上村 上村川 上村 707 

南信濃 遠山川 南信濃和田 1379 

笠松山 毛賀沢川、新川、茂都計川 北方笠松山 

電源開発 炭焼山 遠山川 上村炭焼山 

JR 東海 

飯田駅 松川 上飯田 5356 

伊那八幡駅 天竜川 八幡町 2191 

天竜峡駅 天竜川 川路 4744 

中部電力 飯島えん堤 遠山川 南信濃木沢 707 
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5.2 水防情報の情報収集 

通報系統 

やむを得ない理由により、この系統図によりがたい場合は、あらゆる手段を尽して迅速確実に通

報されることとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）    はオンライン又はＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       はファクシミリによる伝達を示す。 

       は長野県水防情報システムを示す。 

       は統一河川情報システムを示す。 

       は長野県 HP「長野県河川水位情報」による補助的伝達系統である。 

 

  

長 野 地 方 気 象 台 

水防管理団体 
（市水防本部） 

県 水 防 本 部 
所 轄 建 設 事 務 所 

県危機管理防災課 
国 土 交 通 省 
河 川 事 務 所 

国土交通省観測所 観 測 所 
南信州地域振興局 
陸 上 自 衛 隊 
県雨量・水位観測所 
ダム、水門管理者 
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第６章 気象予報等の情報収集 

気象予報、雨量、河川の水位等については、以下のウェブサイトでパソコンや携帯電話から確認する

ことができる。 

（１）気象情報 

気象庁 https://www.jma.go.jp/ 

（２）雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 https://www.river.go.jp/ 

（３）長野県 

・長野県河川砂防情報ステーション https://www.sabo-nagano.jp 
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第７章 ダム・水門等の操作 

7.1 ダム・水門等 

（１）河川区間のダム・水門（洪水） 

水防上重要なダム及び水門等は市内に11箇所あり、資料７のとおりである。 

ダム及び水門等の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めるとともに、特

に水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとする。 

ダム及び水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防警報が発表されたとき、又

は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水のおそれがあると認めたときは、各施

設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。 

各施設の操作規則の概要については別添のとおりである。 

 

7.2 操作の連絡 

ダム及び水門等の管理者は、各施設の操作規則等に基づき、放流等の情報を直ちに河川管理者、所

管建設事務所、下流地域等の水防管理団体、鉄道関係機関等に迅速に連絡するものとする。 

 

7.3 連絡系統 

各施設の操作規則等に従って連絡し、やむを得ない理由により、当該連絡系統によりがたい場合は

あらゆる手段を尽くして迅速確実に連絡する。 
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第８章 通信連絡 

8.1 通信連絡系統 

水防時に必要な連絡用の電話、無線電話の通信系統は、以下のとおりとする。なお、連絡先の詳細

については、資料８のとおり。 

（１）県内の主な水防関係機関相互の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長野県水防協議会 知 事 自 衛 隊 
県水防本部 長野地方気象台 長野県警察本部 警察署 

国 土 交 通 省 
河 川 事 務 所 
（ 出 張 所 ） 

放送報道機関 

現 地 指 導 班 
（建設事務所） 

飯 田 市 水 防 本 部 
（ 災 害 警 戒 本 部 ） 
（ 災 害 対 策 本 部 ） 

水位雨量観測所 
ダム・水門等管理者 

地 方 整 備 局 警報・注意報等通報 

水防警報通報 

法第 12 条 雨量、水位、流量等通報 

法第 47 条 水害報告、情報連絡 

応援の要求、現地指導、 

法第 30 条 水防指示 

法第 13 条２項 避難判断水位到達情報通知 

河川巡視結果の通報 

決壊の通報 

警報・注意報等通報 

洪水予報・水防警報通報 

雨量、水位、流量等通報 

水害報告、情報連絡 

水防指示 

避難判断水位到達情報通知 

洪水予報・水防警報通報 

 

避難判断水位到達情報通知 

自衛隊法第 83 条第１項 

 

災害派遣要請 

法 11 条第１項 

千曲川・裾花川 

諏訪湖・奈良井川洪水予報 

気象業務法 14 条の２ 

県危機管理防災課経由

警報・注意報等 

法７条、第８条 

 

水防計画の審議 

洪水予報 

避難判断水位到達情報 

水防警報 

法第 22 条、第 29 条 

 

出動要求、避難・立退通知 

直轄水防警報通知 

直轄洪水予報通知 

直轄避難判断水位 

到達情報通知 

法９条、第 25 条 

河川巡視結果の通報 

決壊の通報 

法第 16 条 

直轄河川水防警報 
 
 

法第 13 条第１項 

直轄避難判断水位到達情報 

水害報告、支援要請 

水位・雨量等 

法第 10 条第２項 

気象業務法第 14 条の２第２項 
 
 

天竜川上流洪水予報 

千曲川、犀川洪水予報 

河 川 巡 視 ・ 警 戒  水 防 活 動 
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（２）市内の主な水防関係機関相互の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）飯田市水防本部から市民向けに避難に関する情報等を伝達する場合は、あらゆるメディアを用いて情報発信する 

は NTT 回線による伝達を示す。 

はファクシミリによる伝達を示す。 

は防災行政無線による伝達を示す。 

 

8.2 災害時優先通信の取扱い 

災害等により電話が混み合った場合には、発信規制や接続規制といった通信規制（大規模災害時は

約90％以上の制限が行われることがある）が行われるため、通常の電話は被災地からの発信や被災地

への接続が困難となる。これを回避するため、水防上緊急を要する場合、水防関係機関は法第27条第

２項及び電気通信事業法（昭和59年法律第86号）に基づき、災害時優先通信を利用することができる。 

利用にあたっては、どの電話機が災害時優先通信を利用できるのかをわかるようにしておく。 

 

 

飯 田 建 設 事 務 所 
飯 田 市 水 防 本 部 
（ 災 害 対 策 本 部 ） 
（ 災 害 警 戒 本 部 ） 

県 水 防 本 部 国 土 交 通 省 
天竜川上流河川事務所 

飯 田 警 察 署 消 防 本 部 
消 防 署 
分 署 水 防 団 

（ 消 防 団 ） 
交 番 
駐 在 所 

水防協力団体 自 主 防 災 会 
飯 田 市 
災 害 活 動 各 部 各地区自治振興センター 

（ 市 内 1 3 箇 所 ） 

市      民 
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8.3 その他の通話施設の使用 

その他一般加入電話による通信不能又は特に緊急を要する場合は、次に掲げる機関の専用電話、無

線等の通信施設を使用することができることとするが、使用にあたっては、施設の管理者に事前に承

認を得ることとする。 

（１）長野県警察本部通信施設 

（２）気象官署通信施設 

（３）国土交通省関係通信施設 

（４）鉄道関係通信施設 

（５）電気事業通信施設 

（６）その他の通信施設 
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第９章 水防施設及び輸送 

9.1 水防倉庫及び水防資器材 

（１）水防倉庫の管理、設備、資器材の整備 

①市内の水防倉庫及び備蓄資器材は、資料９のとおりである。 

ア 水防倉庫の管理は、水防管理者が行う。ただし、資器材の管理については、水防団長との協

議により、水防倉庫が存する地区の水防団分団長に分任させることができる。 

イ 水防倉庫の鍵は３個とし、危機管理部、水防倉庫が存する地区の自治振興センター所長及び

水防団分団長が、これを管理するものとする。 

（２）水防資器材の使用 

①水防資器材の使用に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。 

ア 水防その他非常のため水防資器材を使用しようとする場合は、あらかじめ水防管理者の許可

を受けなければならない。ただし、事前に許可を受けるいとまのないときは、使用後速やかに

水防管理者に報告しなければならない。 

イ 水防管理者は、使用資器材を捕てんするに当たって、当該地区で調達した方が適切なる場合

は、速やかに補てんの処置を講じなければならない。 

ウ 資器材の使用に当たり、らん費はつとめてこれを避け、残余の資材は適当な手入れをした後

これを倉庫に収納しなければならない。 

②水防管理者は、水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材では不足するような緊急事態に際し

て、国の応急復旧用資器材又は県の備蓄資器材を使用する場合には、国土交通省天竜川上流河川

事務所長又は県の所轄建設事務所長に承認を受けるものとする。 

③使用水防資材の補てん並びに補償は、市が行うものとする。ただし、状況により当該区域の水防

組合または関係者の一部負担を命ずることができるものとする。 

（３）水防資材の確保 

水防管理者は、資材の確保のため重要水防区域近在の竹、立木、木材等を調査するとともに、資

材確保のため別途定める業者とあらかじめ協議しておき、緊急時調達しうる数量を確認して、その

補給に備えなければならない。また備蓄器材が使用又は損傷により不足を生じた場合は、直ちに補

充しておくものとする。 

 

9.2 輸送の確保 

非常の際、資器材、作業員その他の輸送を確保するため、市内の重要水防区域においてあらゆる状

況を推定して輸送経路図を作成して県の所轄建設事務所長に提出しておくものとする。 

・付近略図に道路幅員その他通路のわかる輸送網図 

・万一に備えた多角的輸送路の選定図 
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第 10 章 水防活動 

10.1 水防配備 

（１）市の非常配備 

市は、水防活動の利用に適合する予報及び警報等の発表があり洪水のおそれがあると認められる

ときから、その危険が解消されるまでの間は、次表の基準による非常配備により水防事務を処理す

るものとする。 

なお、予想される災害又は発生した災害の規模等の状況に応じ、配備基準によらず参集をを行う

ことができるものとし、必要となる人員について確保するものとする。 

配備区分 配備の時期 配備人員 

第一警戒

態勢 

気象注意報発表 

WNI水防体制レベル１ 
危機管理部気象当番２人 

第二警戒

態勢 

気象警報発表 

WNI水防体制レベル２ 

竜巻注意情報・発生確度２ 

台風が24時間～12時間以内に最接近 

危機管理部気象当番２人 

防災係員の１/２ 

第三警戒

態勢 

土砂災害警戒情報発令 

WNI水防体制レベル３ 

台風が12時間～６時間以内に最接近 

危機管理部全正規職員 

予め定めた土木班職員２人 

警戒指令した地区拠点班の班長及び予め定め

た職員 

事前配備

態勢 

気象警報が発表且つ災害発生のおそれ 

土砂災害警戒情報発令且つ災害発生おそれが

ある時  

WNI水防体制レベル３が予想される時 

危機管理部全職員(兼務・臨時含む) 

予め定めた土木班職員の１/４ 

配備命令した地区拠点班長及び班員１/４ 

各部主管課長（班長） 

第一配備

態勢 

土砂災害警戒情報発令且つ災害発生のおそれ

が極めて高い時  

小・中規模な災害が発生した時 

WNI水防体制レベル４が予想される時 

事前配備態勢職員に下記を増員 

土木班・管理班職員全員 

各班が予め定めた職員１/４～１/２ 

第二配備

態勢 

大規模な災害発生のおそれ又は発生 

WNI水防体制レベル５が予想される時 
全正規職員 

第三配備

態勢 

大規模土砂災害が発生又はおそれがある時 

特別警報が発令された時 

大規模避難行動が必要な時 

業務遂行に支障が出るおそれがある時 

臨時職員を含む全職員 

（注）WNI:株式会社ウェザーニューズが提供する防災支援情報指標 
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（２）水防団の非常配備 

①水防団の管轄地域等 

各水防団の管轄地域、連絡先は、資料10－１のとおりである。 

②水防団の非常配備 

水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき、そ

の他水防上必要があると認められるときは、水防団を出動させ、又は出動の準備をさせるものと

する。その基準はおおむね次のとおりとする。 

配備区分 配備の時期 配備人員、活動等 

配備予告 

水防に関係のある気象の予報、注意報が発

表され、かつ警報が発表されるような状況

の場合 

水防資器材、器具の整備点検その他水防活動

の準備 

団長は、その後の情勢把握に努め、一般団員

が直ちに次の段階に入り得るような状態に

おく 

待機 
河川水位が水防団待機水位（通報水位）を

超え、必要と認めたとき 

水防団の連絡員は水防本部に詰める 

各分団は、団本部の指令に基づき分団詰所ま

たは自治振興センターを分団本部とし、分団

長は分団本部員を率いて詰める 

一般団員に対しては、警戒に関する指令、出

動待機の指令を発し、鋭意情報の収集通報に

つとめる 

出動 

河川水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達

し、なお上昇の恐れがあり、出動の必要を

認めたとき 

団員が所定の場所に集合し、水防作業又は警

戒配備につく 

解除 

河川水位が下降して水防活動の必要がな

くなり、水防管理者が配備解除の指令をし

たとき 

水防体制の解除 

人員、資器材及び作業箇所を点検し、その概

要を直ちに報告する。また、使用した資器材

は、手入れして所定の位置に設備する 

 

10.2 巡視及び警戒 

（１）平常時 

水防管理者又は水防団長（以下この章において「水防管理者等」という。）は、随時区域内の河

川、防護施設等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、防

護施設等の管理者（以下「河川等の管理者」という。）に連絡して必要な措置を求めるものとする。 

上記に係る連絡を受けた河川等の管理者は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者

に報告するものとする。 

河川等の管理者が自ら行う巡視等において水防上危険であると認められる箇所を発見した場合

は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に報告するものとする。 

水防管理者等が、出水期前や洪水経過後などに、重要水防箇所又は洪水箇所、その他必要と認め

る箇所の巡視を行う場合には、第12章に定める河川管理者の協力のほか、必要に応じて、河川等の

管理者に立会又は共同で行うことを求めることができるものとする。 
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（２）災害時又は災害の発生が予想されるとき 

水防管理者等は、県から非常配備体制が指令されたときは、河川等の監視及び警戒をさらに厳重

にし、資料３－２に定める重要水防箇所（第３章参照）を中心として巡視するものとする。 

また、次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防作業を実施するとともに、所轄建設

事務所長及び河川等の管理者に連絡するものとする。ただし、堤防、ダムその他の施設が決壊した

とき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水を発見したときは、10.6に定める決壊等の通報及びその

後の措置を講じなければならない。 

①堤防から水があふれるおそれのある箇所の水位の上昇 

②堤防の上端の亀裂又は沈下 

③川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

④居住地側堤防斜面の漏水又は飽水のよる亀裂及び欠け崩れ 

⑤排・取水門の両軸又は底部よりの漏水と扉の締まり具合 

⑥橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異状 

なお、国土交通省天竜川上流河川事務所が管理するライブカメラの映像提供を受け、河川の状況

把握に努めるものとする。 

ライブカメラの設置箇所 

天竜川水系 

市田 

伊久間 

弁天橋下流 

祝井沢樋門 

時又港 

天竜川総合学習館 

天竜峡 

上村川・ 

遠山川水系 

大渡 

三ツ沢 

遠山川・上村川合流点 

通信鉄塔（海洋センター付近） 

此田 

モニターは危機管理部及び上村自治振興センター・南信濃自治振興センターに設置 

 

10.3 水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐた

め、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も適切な工法を選択し実施

するものとする。具体的な水防の工法選定と作製等については、資料「水防団活動の基礎知識」（令

和２年６月 飯田市消防団作成）のとおり。 

その際、水防団員は安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する時間等を考慮して、水

防団員が自身の危険性が高いと判断したときには、自身の避難を優先する。 

 

10.4 警戒区域の指定 

水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区

域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを禁止し、若しくは制限し、又は

その区域からの退去を命ずることができるものとする。また、水防団長、水防団員又は消防機関に属
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する者がいないとき、又はこれらの者の要求があったときは、警察官は、水防団長、水防団員又は消

防機関に属する者の職権を行うことができるものとする。 

 

10.5 避難のための立退き 

①洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者は、必要と認める区域

の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。この場合、飯田警察署

長にその旨を通知するものとする。 

②水防管理者は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を所轄建設事務所長に速やか

に報告するものとする。 

③水防管理者は、飯田警察署長と協議の上、あらかじめ立ち退き計画を作成し、立ち退き先、経路

等に必要な処置を講じておくものとする。 

 

10.6 決壊・漏水等の通報及びその後の措置 

（１）決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発

生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちに関係者

（関係機関・団体）に通報するものとする。 

通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が認められる場合には市

長に避難勧告等の発令に資する事象として情報提供するものとする。 

河川管理者は、自らが管理する堤防の漏水に関する危険情報が関係者に直ちに通報されるよう、

出水期前に、洪水時における堤防等の監視、警戒及び連絡の体制・方法を関係者と確認しておくも

のとする。 

（２）決壊・漏水等の通報系統 

決壊・漏水等の通報系統は、通報連絡系統図のとおり。通報先の関係市町村については、河川等

の管理者が氾濫（決壊又は溢流）想定地点（例えば、浸水想定区域を指定した河川については、浸

水解析で設定した氾濫想定地点）ごとに氾濫水の到達が想定される市町村を整理したものや、漏水

発生状況等の確認を開始する水位及び重点的に確認を行う区間を、事前に関係水防管理団体に提示

することとする。 

 

通報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水 防 団 長 

水 防 管 理 者 

隣接水防管理者 

住 民 交番・駐在所 飯田警察署 県 警 本 部 

国 土 交 通 省 

天竜川上流河川事務所 
県 水 防 本 部 

飯田建設事務所 
県危機管理防災課 

水防団長 住 民 関 係 報 道 機 関 自 衛 隊 

決 
壊 
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（３）決壊等後の措置 

堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときにおいて

も、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限り氾濫による被

害が拡大しないよう努めるものとする。 

 

10.7 水防配備の解除 

（１）水防管理団体の非常配備の解除 

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、水防警報が解除さ

れたとき等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたときは、水防の非常配備体制を

解除し、これを一般に周知するとともに関係機関に通知するものとする。 

なお、配備を解除したときは、所轄建設事務所を通じ県水防本部に報告するものとする。 

（２）水防団の非常配備の解除 

水防団の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり、水防管理者が配備解除

の指令をしたときとする。それまでは、水防団員は自らの判断等により勝手に部署を離れてはなら

ない。 

解除後は、人員、資器材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。また、使用した資

器材は、手入れして所定の位置に設備する。 
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第 11 章 水防信号、水防標識等 

11.1 水防信号 

法第20条の規定により知事の定めた水防信号は、次のとおり。 

信号 発するとき 措置事項 

第１信号 
氾濫注意水位（警戒水位）に達したと

き 

氾濫注意水位（警戒水位）に達したことを知らせる

もの 

第２信号 洪水のおそれがある状況に達したとき 
水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべ

きことを知らせるもの 

第３信号 
堤防が決壊し又は、これに準ずべき事

態が発生したとき 

区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるも

の 

第４信号 
洪水が著しく切迫し、区域内の住民を

避難させる必要があると認めたとき 

必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退く

べきことを知らせるもの 

 

信号 警 鐘 信 号 サイレン信号（余いん防止符） 

第１信号 ○ 休 止 ○ 休 止 ○ 休 止 
約5秒 

 

○ 

約15秒 
 

-休止- 

約5秒 
 

○ 

約15秒 
 

-休止- 

約5秒 
 

○ 

約15秒 
 

-休止- 

第２信号 ○ - ○ - ○ ○ - ○ - ○ ○ - ○ - ○ 
約5秒 

 

○ 

約6秒 
 

-休止- 

約5秒 
 

○ 

約6秒 
 

-休止- 

約5秒 
 

○ 

約6秒 
 

-休止- 

第３信号 ○-○-○-◯ ○-○-○-◯ ○-○-○-◯ 
約10秒 

 

○ 

約5秒 
 

-休止- 

約10秒 
 

○ 

約5秒 
 

-休止- 

約10秒 
 

○ 

約5秒 
 

-休止- 

第４信号 乱    打 
約1分 

 

○ 

約5秒 
 

-休止- 

約1分 
 

○ 

約5秒 
 

-休止- 

※信号は適宜の時間継続する。 

※必要があれば防災行政無線等及びサイレン信号を併用する。 

※危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとする。 

※地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて取り扱う。 

 

11.2 水防標識 

法第18条に規定された水防のために出動する車両の標識は、次のとおりである。 

水防優先標識 

 

 

 

 

 

（縦約60cm、横約90cm、白地に赤旗章） 

 

  

飯 田 市 
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第 12 章 協力及び応援 

12.1 河川管理者の協力 

長野県水防計画第９章には、河川管理者北陸地方整備局、中部地方整備局及び長野県は、自らの業

務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行うことが定められ

ているが、当該事項について協力を求める場合は、河川管理者に協議し、その同意を得るものとする。 

（１）河川に関する情報提供 

（２）重要水防区域の合同点検の実施 

（３）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

（４）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者

の応急復旧資器材又は備蓄資材の貸与 

（５）水防活動の記録及び広報 

 

12.2 水防管理団体相互の応援及び相互協定 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、協定に基づき他の自治体又は水防機関に対し

て応援を求めるものとする。他の市町村長等に対する応援の要求は災害対策基本法第67条、知事等に

対する応援の要求は災害対策基本法第68条による。 

また、他の自治体または水防機関から水防について応援を求められた場合、または知事の応援に関

する指示があった場合は、自らの水防に支障がない限りその求めに応じるものとする。 

応援のため派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとす

る。 

 

12.3 警察官の援助要求 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、飯田警察署長に対して、警察官の出動を求

めるものとする。 

その方法等については、あらかじめ飯田警察署長と協議しておくものとする。 

 

12.4 自衛隊の派遣要請 

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるときは、災害対

策基本法第68条の２に基づき、所轄建設事務所長または飯田警察署長を経て知事に自衛隊の災害派遣

の要請を要求するものとする。派遣要請の要求に当たっては次の事項を明らかにするものとする。 

①災害の状況及び派遣要請を要求する事由 

②派遣を希望する期間 

③派遣を希望する区域及び活動内容 

④派遣部隊が展開できる場所 

⑤派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項 

なお、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求することができない場合には、水防管理者が直接、自

衛隊等に派遣を要請する旨の通知等を行うことになるため、事前に通知先となる自衛隊の関係部局と

調整を行うものとする。 
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12.5 国（河川事務所、地方気象台等）との連携 

（１）水防連絡会 

市は、県や国土交通省河川事務所が開催する水防連絡会に参加し、重要水防箇所、河川改修状況、

水防警報、洪水予警報の連絡系統、既往洪水における出水状況、水防資材整備状況、その他水防に

必要な河川情報について情報収集を行う。 

（２）ホットライン 

市は、河川の水位状況については国土交通省天竜川上流河川事務所とのホットラインにより、ま

た気象状況については長野地方気象台とのホットラインにより、迅速かつ十分な情報共有に努める

ものとする。 

 

12.6 企業（地元建設業等）との連携 

市は、出水時の水防活動に際し、資器材の提供等に関する応援を求める事態を想定し、自治体、企

業等との協定を締結している。協定締結先、概要については飯田市地域防災計画資料24のとおりであ

る。 

 

12.7 住民、自主防災組織等との連携 

市は、水防活動の実施に当たっては、地域住民、自主防災組織等と連携を図り、水防のため必要が

あるときは、住民等に水防活動への協力を求めるものとする。 
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第 13 章 費用負担と公用負担 

13.1 費用負担 

本市の水防に要する費用は、法第41条により本市が負担するものとする。 

ただし、本市の水防活動によって次に掲げる場合においては、水防管理者相互間においてその費用

の額及び負担の方法を協議して定め、協議が成立しない場合は、知事にあっせんを申請するものとす

る。 

（１）法第23条の規定による応援のための費用 

（２）法第42条の規定により、著しく利益を受ける他の市町村の一部負担 

 

13.2 公用負担 

（１）公用負担 

法第28条の規定に基づき、水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防

機関の長は水防の現場において次の権限を行使することができる。 

①必要な土地の一時使用 

②土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用 

③車両その他の運搬用機器の使用 

④工作物その他の障害物の処分 

（２）公用負担権限の委任 

水防管理者又は水防団長は、公用負担の権限を、次の者に委任させることができる。なお、公用

負担の権限の委任を受けた者が、その権限を行使した場合においては、速やかにその旨を水防管理

者に報告しなければならない。 

①水防本部における各活動班の長 

②水防団分団長 

（３）公用負担命令書 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、公用負担命令書（資料13）を２通作成し、その１通を目

的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。 

（４）損失補償 

本市は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補

償するものとする。 
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第 14 章 公務災害補償 

14.1 公務災害補償 

水防団員並びに法第24条の規定による水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷

し、若しくは病気にかかり、または水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若し

くは障害の状態となったときは、市は飯田市消防団員等公務災害補償条例の定めるところにより、こ

れを補償する。 
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第 15 章 水防報告等 

15.1 水防記録 

水防作業員が出動したときは、水防管理者は、次の記録を作成し、保管するものとする。 

①天候の状況並びに警戒中の水位観測表 

②水防活動をした河川名及びその箇所 

③警戒出動及び解散命令の時刻 

④水防団員及び消防機関に属する者の出動時刻及び人員 

⑤水防作業の状況 

⑥堤防、その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

⑦使用資材の種類及び数量並びに消耗量及び員数 

⑧水防法第28条の規定による公用負担下命の器具、資材の種類、数量及び使用場所 

⑨応援の状況 

⑩居住者出勤の状況 

⑪警察関係の援助の状況 

⑫現場指導の官公署氏名 

⑬立退きの状況及びそれを指示した理由 

⑭水防関係者の死傷 

⑮殊勲者及びその功績 

⑯殊勲水防団とその功績 

⑰水防に要した経費 

⑱今後の水防について考慮を要する点、その他水防管理団体の所見 

 

15.2 水防報告 

水防活動に従事した水防団等は、水防活動終了後、水防記録に関する事項について速やかに水防管

理者に報告するものとする。 
水防管理者は、水防活動が終結したときは、その状況をとりまとめ、水防活動実施後10日以内に所

轄建設事務所長を経由して県水防本部長に報告するものとする。 
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第 16 章 水防訓練 

市は、毎年出水期前に、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を実施し、水防技術の向上を

図るものとする。なお、水防団の訓練要領については、水防団長が定める。 
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第 17 章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

17.1 洪水対応 

17.1.1 浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川について、河川が氾濫した場合に浸水が想定

される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表して

いる。現在、本市に関係する浸水想定区域図については、ハザードマップに記載のとおりである。 

 

17.1.2 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

洪水予報指定河川及び水位周知河川について、浸水想定区域の指定があったときは、飯田市地域防

災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めることとされて

いる。 

①洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

②避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

③浸水想定区域内に存する要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災

上の配慮を要する者）が利用する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する

必要があると認められるもの 

 

17.1.3 ハザードマップ 

本市では、浸水想定区域の指定に基づき、避難場所等円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水

想定区域に基づくハザードマップを、平成30～令和元年度に天竜川、令和２年度松川、令和３年度遠

山川の作成をし、印刷物を各世帯に配布している。 

ハザードマップは、市公式ウェブサイトにも掲載し、住民が提供を受けることができる状態にして

いる。 

このハザードマップを有効活用して、平常時からの防災意識の向上と自主的な避難の心構えを養い、

水災時には住民の円滑かつ迅速な避難の確保を図る。 
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第 18 章 水防協力団体 

18.1 水防協力団体及びその業務 

当該区域に居住する者をもって組織する水防組合等水防協力団体の名称、区域等は資料18のとおり

であり、水防協力団体は次の業務を行うものとする。 

（１）水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力 

（２）水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

（３）水防に関する情報又は資料の収集、提供 

（４）水防に関する調査研究 

（５）水防に関する知識の普及、啓発 

（６）前各号に附帯する業務 

 

18.2 水防協力団体の水防団等との連携 

水防協力団体は、水防団との密接な連携の下に前項の業務を行わなければならない。 
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（資料２－１ 組織の構成）  
◎飯田市水防本部組織図（飯田市災害対策本部組織図に同じ）  

１ 本部組織（丸囲み数字は構成員数を表す） 
本部長（市長） 
副本部長（副市長、危機管理部長） 
本部員 

○本部員会議 
（総務部長、企画部長、リニア推進部長、市民協働環境部長、健康福祉部長、産業経済部長、建設部長、上下水道局長、

市立病院事務局長、会計管理者、市議会事務局長、教育長、教育次長、消防団長、消防団担当専門幹） 
本部事務局 

 ○計画分析班（班長：危機管理部防災係長） 
 ○情報整理班（班長：危機管理部危機管理係長）※本部連絡員の応援業務あり 
 ○財務会計班（班長：会計課出納係長） 
 ○秘書班（班長：秘書課長） 
 ○広報班（班長：広報広聴係長） 
 ○調整班（班長：危機管理部交通安全係長） 
（危機管理部職員（含む兼務職員・臨時職員）、広報ブランド推進課広報広聴係員、会計課出納係員） 
本部連絡員 

 ○総務・企画・議会行政部連絡班 
 ○市民協働環境・産業経済部連絡班 
 ○建設・上下水道部連絡班 
 ○健康福祉・教育・病院部連絡班 
（各部庶務担当係長（総務文書課庶務係長、企画課企画調整係長、地域自治振興課自治振興係長、福祉課地域福祉係長、

産業振興課庶務係長、建設総務課庶務係長、経営管理課庶務係長、経営企画課経営企画係長、秘書課秘書係長、会計課審

査係長、市議会事務局庶務係長、学校教育課総務係長）） 
関係機関連絡員（リエゾン） 

（飯田警察署警備課、飯田国道事務所、南信州地域振興局総務管理課）    



  
2    

（資料２－１ 組織の構成 つづき）  
２ 各災害対策部組織 

部の名称 班の名称 担当課名 正副班長 

総務部 総務文書班 

人事班 

財政・会計班 

税務・納税班 

総務文書課 

人事課 

財政課、会計課 

税務課、納税課 

◎総務文書課長 

◎人事課長 

◎財政課長 

◎税務課長 

○納税課長 

企画部・リニア部 企画・リニア班 企画課 

デジタル推進課 

広報ブランド推進課 

リニア推進課 

リニア整備課 

リニア用地課 

◎企画課長 

○デジタル推進課長 

○広報ブランド推進課長 

○リニア推進課長 

○リニア整備課長 

○リニア用地課 

市民協働環境部 地区統括班 

 

地区拠点班 

 

 

共生・協働推進班 

市民班 

環境班 

地域自治振興課 

結いターン移住定住推進課 

自治振興センター（保健師・

公民館主事を含む） 

 

共生・協働推進課 

市民課 

環境課 

ゼロカーボンシティ推進課 

◎地域自治振興課長 

○結いターン移住定住推進

課長 

◎自治振興センター所長 

○公民館主事 

◎共生・協働推進課長 

◎市民課長 

◎環境課長 

○ゼロカーボンシティ推進

課長 

健康福祉部 福祉班 

子育て支援班 

高齢者・ボランティア

班 

保健班 

福祉課 

子育て支援課 

長寿支援課 

保健課 

◎福祉課長 

◎子育て支援課長 

◎長寿支援課長 

◎保健課長 

産業経済部 産業振興・金融班 

 

農業班 

 

林務班 

観光・商工班 

産業振興課 

金融政策課 

農業課 

農業委員会事務局 

林務課 

商業観光課 

工業課 

◎産業振興課長 

○金融政策課長 

◎農業課長 

○農業委員会事務局長 

◎林務課長 

◎商業観光課長 

○工業課長 

建設部 管理班 

 

土木班 

建設総務課 

地域計画課 

土木課 

維持管理課 

国県関連事業課 

◎建設総務課長 

○地域計画課長 

◎土木課長 

○維持管理課長 

○国県関連事業課長 

上下水道部 経営管理班 

水道班 

下水道班 

下水浄化センター班 

経営管理課 

水道課 

下水道課 

下水浄化センター 

◎経営管理課長 

◎水道課長 

◎下水道課長 

◎下水浄化センター所長           
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（資料２－１ 組織の構成 つづき）  
２ 各災害対策部組織（つづき） 

部の名称 班の名称 担当課名 正副班長 

病院部 統括班 

 

 

 

 

 

 

 

 

治癒環境整備・交通整

理班 

情報班 

診療班 

経営企画課 

診療部 

薬剤部 

診療技術部 

看護部 

地域診療部 

医療安全部 

 

 

庶務課 

医事課 

診療部 

薬剤部 

診療技術部 

看護部 

◎副院長 

○経営企画課長 

○診療部長 

○薬剤部長 

○診療技術部長 

○看護部長 

○地域診療部長 

○医療安全部長 

○医療安全管理者 

◎庶務課長 

◎医事課長 

◎副診療部長 

○副薬剤部長 

○副診療技術部長 

○副看護部長 

教育部 学校教育班 

生涯学習班 

学校教育課 

生涯学習・スポーツ課 

文化財保護活用課 

歴史研究所 

公民館 

文化会館 

中央図書館 

美術博物館 

◎学校教育課長 

◎生涯学習・スポーツ課長 

〇文化財保護活用 

課長 

○公民館副館長 

○文化会館長 

○中央図書館長 

○美博副館長 

○歴研副所長 

議会・行政部 議会班 

行政班 

議会事務局 

選挙管理委員会、監査委員事務

局 

◎議会事務局次長 

◎選管事務局長 

○監査事務局長 

※部付参事は、部内各班を職場で統括する。部長に事故等ある場合は本部員の代理とする。 
※参事不在の部については主管課長が部内を統括し、本部連絡員を通じて部長に報告する。  
３ 指揮権代行順位 

本部長等の不在時における指揮権代行順位を次のとおりとする。 
不在時とは、本部長との連絡が何らかの事情でとれない場合を指す。 

代行順位 職責名 
１位 副市長 
２位 危機管理部長 
３位 総務部長 
４位 企画部長 
５位 リニア推進部長 

※以降については、級別職務分類表の最上位級者とし、同一級者が複数の場合は年齢順とする。 
※代行する指揮権は災害対策基本法に基づく災害対応に関するものとし、事務に関する決裁権限については別に定める。   
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（資料３－１ 国・県管理河川における重要水防箇所の分類・設定基準） 

 

重要水防箇所は、その箇所の堤防の状態などにより「堤防高」「堤防断面」「漏水」などのいくつかの種別に分

類し、さらにその種別ごとに、その箇所の状況に応じてＡ、Ｂ２つの重要度に区分する。 

なお、新しく堤防を作った「新堤防」、過去に堤防が決壊したことのある「破堤跡」、以前川だった所が堤防と

なっている「旧川跡」など、過去の経験から注意を要する箇所、破堤などの履歴を残すための箇所を要注意区間と

する。 

 

１ 重要水防箇所の設定基準（重要度Ａ及びＢ） 

種別 
重要度 

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

堤防高 

(流下能力) 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位）が現況の堤防高を超える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防

の計画余裕高に満たない箇所。 

堤防断面 現況の堤防断面あるいは天端幅が計画の堤防断面あ

るいは計画の天端幅の２分の１未満の箇所。 

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面

あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、そ

れぞれ２分の１以上確保されている箇所。 

法崩れ・ 

すべり 

法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施

工の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定

施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基

礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべり

が発生するおそれのある箇所で、所要の対策が未施

工の箇所。 

漏水 

 

漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。 漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 

漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防で、

漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が

未施工の箇所。 

水衝・洗掘 水衝部のある堤防の前面の河床が深掘れしている

が、その対策が未施工の箇所。 

橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤

防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、そ

の対策が未施工の箇所。 

波浪による河岸の欠壊等の危険に瀕した実績がある

が、その対策が未施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない

程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。 

工作物 河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必

要な堰、橋りょう、樋管その他の工作物の設置され

ている箇所。 

橋りょうその他の河川横断工作物の桁下高等が計画

高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位）以下となる箇所。 

橋りょうその他の河川横断工作物の桁下高等と計画

高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満た

ない箇所。 

 

２ 重要水防箇所の設定基準（要注意区間） 

種別 要注意区間の設定基準 

工事施工 出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締め切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。 

新堤防・ 

破堤跡・ 

旧川跡 

新堤防で築造後３年以内の箇所。 

破堤跡又は旧川跡の箇所。 

陸閘 陸閘が設置されている箇所。 
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（資料３－２ 重要水防箇所一覧） 

 

飯田建設事務所内 国管理河川 

河川名 

河川 

管理

者名 

河川

の 

種別 

左右

岸 

の別 

警戒の 

度合 

延長

(m) 

箇所

数 
場所(目標) 

予想さ

れる水

位(m) 

区分と予想 

される危険 
水防工法 

天竜川 国 一級 右 重点 400  1  上郷別府 1.4 堤防高 積土のう 

天竜川 国 一級 左 A 800  1  下久堅 11.0 堤防高 蛇籠布せ 

天竜川 国 一級 左 A 680  1  下久堅 11.0 堤防断面 積土のう 

天竜川 国 一級 左 A 50  1  下久堅 11.0 堤防高 霞堤 

天竜川 国 一級 左 A 510  1  下久堅 11.0 堤防高 積土のう 

天竜川 国 一級 左 A 510  1  下久堅 11.0 堤防断面 
  

天竜川 国 一級 右 A 400  1  上郷別府 1.4 堤防高 積土のう 

天竜川 国 一級 右 A 400  1  上郷別府 1.4 堤防断面 
  

天竜川 国 一級 右 A 20  1  上郷別府 1.4 堤防高 霞堤 

天竜川 国 一級 左 B 120  1  下久堅 11.0 堤防断面 積土のう 

天竜川 国 一級 左 B 110  1  下久堅 11.0 水衝洗掘 蛇籠布せ 

天竜川 国 一級 左 B 110  1  下久堅 11.0 堤防高 積土のう 

天竜川 国 一級 左 B 110  1  下久堅 11.0 堤防断面 積土のう 

天竜川 国 一級 左 B 120  1  下久堅 11.0 堤防高 積土のう 

天竜川 国 一級 左 B 120  1  下久堅  堤防断面   

天竜川 国 一級 右 B 1,740  1  松尾 11.0 堤防高 積土のう 

天竜川 国 一級 右 B 780  1  松尾 11.0 法崩れスベリ 積土のう 

天竜川 国 一級 右 B 2,480  1  松尾 11.0 法崩れスベリ 積土のう 

天竜川 国 一級 右 B 110  1  上郷別府 1.4 水衝洗掘 蛇籠布せ 

天竜川 国 一級 右 B 1,490  1  上郷別府 1.4 法崩れスベリ 積土のう 

天竜川 国 一級 右 B 650  1  上郷別府 1.4 堤防高 積土のう 

天竜川 国 一級 右 B 650  1  上郷別府 1.4 堤防断面 
  

天竜川 国 一級 右 B 100  1  座光寺 1.4 堤防高 霞堤 

天竜川 国 一級 右 B 520  1  座光寺 1.4 法崩れスベリ 積土のう 

天竜川 国 一級 左右 A 橋梁 1  
千栄川路(天竜川鉄道

橋) 
11.0 工作物 

  

国 計         12,980  25       
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（資料３－２ 重要水防箇所一覧 つづき） 
 

飯田建設事務所内 県管理河川 

河川名 

河川 

管理

者名 

河川

の 

種別 

左右

岸 

の別 

警戒の 

度合 

延長

(m) 

箇所

数 
場所(目標) 

予想さ

れる水

位(m) 

区分と予想 

される危険 
水防工法 

新川 県 一級 
左 A 400  1  

大瀬木 2.0 堤防余裕高不足 積土のう 
右 A 400  1  

谷沢川 県 一級 
左 B 80  1  

千代法全寺 1.0 護岸等の決壊 
蛇籠布せ 

積土のう 右 B 90  1  

御庵沢川 県 一級 左 B 50  1  
龍江御庵 

(菅沼宅前) 
1.0 

未改修による越

水 
積土のう 

弟川 県 一級 左 B 30  1  川路フタイ下 1.0 
護岸等の決壊 

越水 

蛇籠布せ 

木流し 

弟川 県 一級 左 B 80  1  川路フタイ 1.0 
護岸等の決壊 

越水 
積土のう 

弟川 県 一級 左 B 30  1  社古寺川合流点 1.0 
護岸等の決壊 

越水 
積土のう 

知久沢川 県 一級 
左 B 200  1  下久堅小林知久沢橋

上下 
1.0 

護岸等の決壊 

越水 

杭打ち 

蛇籠布せ 右 B 200  1  

土曽川 県 一級 
左 B 1,000  4  

座光寺土曽川橋上流 2.0 
土砂堆積による

越水 
積土のう 

右 B 1,000  4  

臼井川 県 一級 
左 B 100  1  

国道 151 号上下流 2.0 
護岸等の決壊 

越水 

蛇籠布せ 

積土のう 右 B 190  1  

臼井川 県 一級 
左 B 300  1  

三日市場 2.0 
護岸等の決壊 

越水 

蛇籠布せ 

積土のう 右 B 300  1  

富田沢川 県 一級 右 B 30  1  
下久堅 

岡島宅裏 
1.5 堤防余裕高不足 積土のう 

玉川 県 一級 右 B 50  1  上久堅下平 1.5 護岸洗掘 
木流し 

むしろ張り 

玉川 県 一級 右 B 40  1  上久堅玉川寺上 1.5 護岸洗掘 
木流し 

むしろ張り 

細田川 県 一級 
左 B 20  1  

堂平 3.0 護岸等の決壊 
木流し 

むしろ張り 右 B 10  1  

細田川 県 一級 左 B 80  1  清水宅下 2.5 護岸等の決壊 
木流し 

むしろ張り 

円悟沢川 県 一級 
左 B 150  1  

丸山 2.0 
護岸老朽 

決壊 
シート張り 

右 B 150  1  

源長川 県 一級 
左 B 660  1  

丸山 2.0 護岸等の決壊 
蛇籠布せ 

積土のう 右 B 660  1  

西沢川 県 一級 
左 B 80  1  

桐林安城下 2.0 
護岸老朽 

決壊 

木流し 

むしろ張り 右 B 80  1  

松川 県 一級 
左 A 1,500  1  

上郷別府永代橋上下 2.5 越水 聖牛 
右 A 1,500  1  

野底川 県 一級 
左 A 300  1  上郷上黒田藤井興業

下 
3.0 

護岸等の決壊 

越水 
聖牛 

右 A 300  1  

栃ケ洞川 県 一級 
左 B 910  1  

上郷黒田沢の田 1.3 
護岸等の決壊 

越水 

積土のう 

木流し 右 B 910  1  

新戸川 県 一級 
左 B 200  1  

上郷飯沼 1.3 
護岸等の決壊 

越水 

積土のう 

木流し 右 B 200  1  

イタチ川 県 一級 左 B 100  1  稲葉 2.0 護岸等の決壊 
蛇籠布せ 

積土のう 

県 計         12,380  43         

  



  
7    

（資料３－２ 重要水防箇所一覧 つづき） 
 

飯田建設事務所内 市管理河川 

河川名 

河川 

管理

者名 

河川

の 

種別 

左右

岸 

の別 

警戒の 

度合 

延長

(m) 

箇所

数 
場所(目標) 

予想さ

れる水

位(m) 

区分と予想 

される危険 
水防工法 

南組沢川 市 準用 
左 B 60  1  

下久堅下虎岩 1.0 
堤防高不足 

越水 
積土のう 

右 B 60  1  

死出久沢川 市 準用 右 A 100  2  川路 2区 0.7 
堤防高不足 

越水 
積土のう 

宮ヶ洞沢川 市 準用 
左 A 150  1  

川路 4区 1.2 
堤防高不足 

越水 
積土のう 

右 A 150  1  

加賀沢川 市 普通 
左 B 460  1  

上郷別府とどめき 1.2 
堤防高不足 

越水 
積土のう 

右 B 460  1  

市 計         1,440  8         

計 
        

26,800  76    
     

 

下伊那南部建設事務所内 県管理河川 

河川名 

河川 

管理

者名 

河川

の 

種別 

左右

岸 

の別 

警戒の 

度合 

延長

(m) 

箇所

数 
場所(目標) 

予想さ

れる水

位(m) 

区分と予想 

される危険 
水防工法 

上村川 県 一級 右 B 50  1  駐車場前 2.0 
護岸等の決壊 

根固め洗掘 

木流し 

積土のう 

上村川 県 一級 
左 B 50  1  

清水橋下 2.0 
無堤地 

洗掘 

木流し 

積土のう 右 B 100  1  

上村川 県 一級 左 B 1,000  1  上村橋上下 2.5 
護岸等の決壊 

決壊 

木流し 

蛇籠布せ 

遠山川 県 一級 右 A 100  1  上須沢 3.0 
護岸等の決壊 

決壊 

木流し 

蛇籠布せ 

遠山川 県 一級 
左 A 750  1  

夜川瀬 3.0 
護岸等の決壊 

決壊 

木流し 

蛇籠布せ 右 A 1,000  1  

遠山川 県 一級 右 A 100  1  柳瀬 3.0 決壊 
木流し 

蛇籠布せ 

遠山川 県 一級 右 B 230  1  夜川瀬上 3.0 護岸等の決壊 
蛇籠布せ 

積土のう 

小池沢 県 一級 
右 A 20  1  河尻から 

福祉センター 
1.5 

堤防高不足 

越水 
積土のう 

左 A 20  1  

県 計         3,420  11         

計 
        

3,420  11    
     

 

  



  
8    

（資料５ 水位情報の通報 長野県水防計画第８章引用） 
 

1.水位の通報 

（１）各建設事務所長は、次に定める要領によって、管内観測所からの水位の情報を直ちに水防本部に通報するもの

とする。 

水防情報システムにより水防本部に観測データが送信されている観測所については、通報を省略することがで

きる。ただし、システムに障害が発生した場合は、通報するものとする。 

（２）水防本部は前項の通報を関係ある下流建設事務所に通報するものとする。 

 

2.通報の要領 

（１）通報の開始 

水位が上昇して水防団待機水位に達したときから開始する。 

（２）通報の終了 

水位が下降して水防団待機水位以下に下がったときに終了する。 

（３）定時通報 

通報開始から終了までの間、標準時1時間ごとに、その時刻の水位変動状況及び天候その他を通報する。 

（４）随時通報 

ア 氾濫注意水位通報 

水位が上昇して氾濫注意水位に達したときは、定時通報にかかわらず、直ちに通報し、その後の上昇について

も定時通報のほか、随時その時刻と水位を通報する。 

イ 最高水位通報 

水位が最高水位に達したと認められたときは、定時通報の時刻にかかわらず、その時刻と水位を通報する。 

ウ 異常通報 

その他急激な水位の変動、河川の異常等についてそのつど通報する。 

 

3.通報系統 

5.2 水防情報の情報収集 に記載のため、省略。 

 

4.水位の公表 

水防本部は、前頁の水位観測所が氾濫注意水位を超えるときは、次の方法で、直ちにその水位状況を公表するもの

とする。 

（１）公表の開始 

水位が上昇して氾濫注意水位に達したときから開始する。 

（２）公表の終了 

水位が下降して氾濫注意水位以下に下がったときに終了する。 

（３）公表の方法 

長野県ホームページ（URL https://www.pref.nagano.lg.jp/）で公表している『長野県河川砂防 

情報ステーション（URL https://www.sabo-nagano.jp）』をもって公表とする。 

  



  
9    

（資料７ ダム・水門等） 
 

樋門担当業務組織表 

関係機関 連絡先 指示通報等連絡事項 

天竜川上流河川事務所 0265-81-6414 警戒体制の実施と解除の通報 

飯田河川出張所 0265-22-3654 
指示事項に対する報告事項の受理と記録の確認 

飯田建設事務所 維持管理課管理係 0265-23-1111 内線 2632 

市建設部建設総務課 0265-22-5158 通報の受理と連絡員への通報 

市災害対策本部 0265-22-4511 樋門の開閉命令 

ひ門操作員総括者 建設総務課 管理係長  

 

市内のダム・水門等一覧 

河川名 
河川の 

種別 
名称 位置 管理者 操作担当者 操作の基準 

管理者操作担当者 

の連絡方法(電話) 

天竜川 一級 
祝井沢川

ひ門 
松尾 国 

建設部管理課 

住民樋門操作者 

祝井沢ひ門操作

要領による 

建設部管理課から 

住民樋門操作者 

毛賀沢川 一級 
毛賀沢川 

樋門 
松尾 県 

建設部管理課 

住民樋門操作者 

毛賀沢川樋門操

作規則による 

建設部管理課から 

住民樋門操作者 

欠野沢川 一級 
欠野沢川 

堰堤 
座光寺 6748-1 県 住民樋門操作者 

欠野沢川堰堤操

作規定による 

建設部管理課から 

住民樋門操作者 

松川 一級 松川ダム 上飯田 8181-27 県 
松川ダム管 

理事務所長 

松川ダム操作規

則による 
0265-23-0622 

新川 一級 
新川 1号 

樋門 
竜丘 市 

建設部管理課 

住民樋門操作者 
操作規定による 

建設部管理課から 

住民樋門操作者 
新川 一級 

新川 2号 

樋門 
竜丘 市 

建設部管理課 

住民樋門操作者 
操作規定による 

建設部管理課から 

住民樋門操作者 
新川 一級 

天竜川 

1 号樋門 
竜丘 市 

建設部管理課 

住民樋門操作者 
操作規定による 

建設部管理課から 

住民樋門操作者 
新川 一級 

天竜川 

2 号樋門 
竜丘 市 

建設部管理課 

住民樋門操作者 
操作規定による 

建設部管理課から 

住民樋門操作者 
阿智川 一級 

阿知川 

えん堤 

左岸：立石 

右岸：下條村睦沢 
㈱中部電力 平岡ダム管理所 

中部電力管理規

程による 
0260-32-2291 

米川 一級 
米川 

えん堤 
千代 ㈱中部電力 平岡ダム管理所 

中部電力管理規

程による 
0260-32-2291 

松川 一級 
松川第三 

えん堤 
上飯田 ㈱中部電力 南向ダム管理所 

中部電力管理要

領による 
0265-82-5514 

遠山川 一級 
飯島 

えん堤 
南信濃木沢 ㈱中部電力 平岡ダム管理所 

中部電力管理規

程による 
0260-32-2291 

計   11           
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（資料８ 通信連絡系統） 
 

非常時連絡先一覧 

機関名 所在地 

長野県水防本部 
長野市大字南長野字幅下 692-2 

(土木部河川課内) 

長野地方気象台 長野市箱清水 1-8-18 

国土交通省 

天竜川上流河川事務所 
駒ケ根市上穂南 7-10 

陸上自衛隊松本駐屯地 松本市高宮西 1-1 

日本赤十字社長野県支部 長野市南県 1074 

飯田建設事務所 飯田市追手町 2-678 

松川ダム管理事務所 飯田市上飯田 8181-27 

南信州地域振興局 飯田市追手町 2-678 

国土交通省天竜川上流河川事務所飯田河川出張所 飯田市松尾新井 6753 

国土交通省天竜川上流河川事務所遠山川砂防出張所 飯田市南信濃八重河内 209-5 

天竜川総合学習館 かわらんべ 飯田市川路 7674 

飯田国道事務所 飯田市東栄町 3350 

中部電力㈱飯田営業所 飯田市吾妻町 100 

中部電力パワーグリッド㈱平岡ダム管理所 下伊那郡天龍村平岡 286 

JR 東海飯田工務区 飯田市上飯田 5356 

飯田広域消防本部 飯田市東栄町 3345 

飯田広域消防本部 阿南消防署和田分署 飯田市南信濃八重河内 121 

飯田警察署 飯田市小伝馬町 1-3541-2 

南信森林管理署 伊那市山寺 1499-1 

中日本高速道路中部地区飯田保全センター 飯田市北方 856-1 

飯田市立病院 飯田市八幡町 438 

飯田エフエム放送㈱ 飯田市常盤町 41 

㈱飯田ケーブルテレビ 飯田市松尾明 7590-1 
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（資料９ 水防倉庫及び備蓄資器材の状況） 
 

水防倉庫の名称、位置等 

名称 管理団体名 
県有、国庫補助単独別、 

市有及び代用備蓄場の別 
位       置 竣工年月 備考 

弁天 建設事務所 県 松尾弁天橋下流 150m 昭 42.2   

切石 建設事務所 県 鼎切石松川橋上流 1,400m 昭 47.3   

別府 建設事務所 県 上郷別府野底川合流点 昭 30.3   

上郷 国土交通省(飯田河川) 国 上郷飯沼阿島橋下流 1,000m 昭 55.3   

座光寺第 1 飯田市 市 座光寺河原阿島橋上流 1,000m 昭 43.7   

座光寺第 2 飯田市 市補 座光寺河原阿島橋上流 50m 昭 52.3   

弁天 飯田市 市補 松尾弁天橋下流 150m 平 11.3   

水神 飯田市 市 清水地区水神橋附近 平 12.9   

下久堅 飯田市 市 下久堅下虎岩消防詰所横 昭 62.7   

竜丘 飯田市 市補 時又カルニュー光学上 昭 37.10   

龍江 飯田市 市 龍江龍江小学校下 昭 50.1   

川路 飯田市 市補 川路 JA 川路支所前 昭 27.7   

千代 飯田市 市 千栄互徳社前 平 12.3   

上久堅 飯田市 市 上久堅風張上久堅自治振興センター 平 26.4   

三穂 飯田市 市 伊豆木第 2集会所下 昭 43.12   

山本 飯田市 市 山本中平橋上クリニック前 平 14.3   

大門 飯田市 市 大門町大門自治会館内 昭 44.7   

新町 飯田市 市 大門町旧消防訓練場内 昭 55.3   

鼎第 1 飯田市 市補 鼎水の手橋下流 30m 昭 43.3   

鼎第 2 飯田市 市 鼎中平ビーラクスマツカワ下 平 11.3   

伊賀良 飯田市 備 大瀬木伊賀良自治振興センター内 昭 63.3  

別府 飯田市 市補 上郷別府 152-1 久保田アパート前 昭 57.4   

黒田 飯田市 市 上郷黒田 3499-1 岩下鉄工所下 昭 60.3   

上飯田 飯田市 市 白山町 3 丁目東 6-3 平 13.11   

上町第二 飯田市 市 上村自治振興センター横 平 3.3   
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（資料９ 水防倉庫及び備蓄資器材の状況 つづき）  
水防倉庫の備蓄資器材の状況 

所有 

区分 

地区 テント 土のう 麻袋 玉縄 むしろ 

鉄線（kg） 

#12 #10 #8 なまし#10 なまし#8 計 

飯
田
市 飯田 

大門 
 

280 200 
   

260 
 

20 
 

280 

新町 
 

1800 183 19 

  

15 50 10 

 

75 

上飯田 
 

800 52 

    

20 10 

 

30 

座光寺 
第一 

 
650 225 10 

 
50 150 

   
200 

第二 
 

550 

 

8 

 

50 

 

80 40 

 

170 

松尾 
弁天 

 

50 300 6 3 310 

    

310 

水神 
 

4800 
 

3 
   

45 180 
 

225 

下久堅 虎岩 
 

900 1500 20 

  

300 50 

  

350 

川路 四区 
 

600 210 19 19 40 5 

 

25 

 

70 

竜丘 時又 
 

600 185 17 
  

50 50 50 
 

150 

龍江 細新 
 

500 

 

33 3 250 

  

50 

 

300 

三穂 伊豆木 
 

550 110 3 

 

80 

  

50 

 

130 

山本 東平 
 

780 250 6 
 

70 80 
 

50 
 

200 

伊賀良 
本部 

           

支所 
 

1000 234 2 

 

50 100 

 

50 

 

200 

千代 米川 
 

730 100 14 
  

30 150 
 

30 210 

上久堅 中宮 
 

300 100 

 

4 

 

30 

 

30 

 

60 

鼎 
第一 2 900 490 8 

  

400 280 50 

 

730 

第二 
 

650 
     

25 
  

25 

上郷 
三ツ井 

 

960 270 6 185 100 25 60 

  

185 

別府 
 

1250 360 9 400 800 800 

 

300 

 

1900 

小計 2 18650 4769 183 614 1800 2245 810 945 
 

5800 

飯
田
広
域
消
防
本
部 飯田 

  

92 

 

1 

  

1 

   

1 

羽場 
  

47 

 

1 

  

10 

   

10 

座光寺 
  

411 6 2 

  

50 

   

50 

伊賀良 
  

141 113 1 

  

15 

    

山本 
  

30 

 

2 

     

25 25 

龍江 
  

262 6 2 

  

10 

    

小計 
 

983 125 9 

  

86 

  

25 86 

長
野
県 松尾 弁天 

 
2750 

 
445 ㎏ 

  
283 

   
283 

鼎 切石 
 

2000 
 

160 ㎏ 
  

284 
   

284 

上郷 別府 
 

2750 
 

445 ㎏ 
  

283 
   

283 

小計 
 

7500 
 

1050 
  

850 
   

850 

合計 2 27133 4894 
192 

1050g 
614 1800 3181 810 995 

 
6736 
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（資料９ 水防倉庫及び備蓄資器材の状況 つづき） 
 

水防倉庫の備蓄資器材の状況（つづき） 

所有 

区分 

地区 

蛇籠 

ロープ ペンチ 鎌 掛矢 照明具 鋸 オノ スコップ ツルハシ 

（手） （機） 

飯
田
市 飯田 

大門 29 
 

5 4 1 1 
 

4 
 

34 
 

新町 
  

5 5 2 1 
   

10 1 

上飯田 
  

2 
 

4 2 
 

3 2 3 1 

座光寺 
第一 20 10 5 5 6 4 

 
6 8 21 6 

第二 57 95 
         

松尾 
弁天 140 

          
水神 47 20 3 1 7 6 

 
2 2 11 3 

下久堅 虎岩 63 
 

5 1 6 4 
 

8 4 20 3 

川路 四区 60 120 2 5 6 5 7 6 5 21 4 

竜丘 時又 49 
 

4 3 6 4 
 

6 2 20 3 

龍江 細新 43 
 

3 1 6 3 
 

5 5 16 8 

三穂 伊豆木 
  

4 2 3 4 
 

2 2 10 3 

山本 東平 2 
 

3 2 3 3 
 

2 
 

8 2 

伊賀良 
本部 

  
15 1 3 1 

 
3 2 18 5 

支所 
           

千代 米川 15 53 6 2 4 3 
 

3 2 13 2 

上久堅 中宮 35 
 

5 2 
 

2 2 5 
 

11 3 

鼎 
第一 

  
5 5 13 13 

 
4 2 17 13 

第二 
 

106 
   

1 
   

4 
 

上郷 
三ツ井 100 100 39 4 

 
3 

 
4 

 
9 4 

別府 18 65 
   

1 
   

12 5 

小計 678 569 111 43 70 61 9 63 36 258 66 

飯
田
広
域
消
防
本
部 飯田 

  
5 1 3 4 

 
2 1 5 2 

羽場 
  

2 2 5 2 
 

3 
 

5 1 

座光寺 
  

1 1 1 1 
 

1 
 

2 1 

伊賀良 
  

2 3 3 1 
 

2 
 

7 1 

山本 
  

2 2 5 1 
 

2 
 

3 1 

龍江 
  

1 2 2 1 
 

1 
 

2 2 

小計 
  

13 11 19 10 
 

11 1 24 8 

長
野
県 松尾 弁天 240 

 
68 3 12 4 

 
5 2 22 6 

鼎 切石 369 
 

6 3 9 5 2 4 2 22 5 

上郷 別府 240 
 

67 3 13 3 
 

2 2 22 4 

小計 849 
 

141 9 34 12 2 11 6 66 15 

合計 1527 569 265 63 123 83 11 85 43 348 89 
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（資料９ 水防倉庫及び備蓄資器材の状況 つづき） 
 

水防倉庫の備蓄資器材の状況（つづき） 

所有 

区分 

地区 

ジョレン トンガ ボルトク

リッパー 
ハンマー ナタ 杭（大） 杭（小） 木材 

ビニールシート 

筵袋 3.6×5.4

以上 

2.7×

3.6 

飯
田
市 飯田 

大門 6 5 1 5 75 200 12 
 

新町 2 15 1 41 20 
 

上飯田 2 1 1 15 10 30 
 

19 

座光寺 
第一 2 5 10 3 40 50 7 10 

 
第二 10 25 

 
5 

 

松尾 
弁天 55 10 10 5 

 
水神 2 3 3 8 2 80 70 牛枠3基+20 550 5 

下久堅 虎岩 2 5 1 1 2 10 120 15 8 3 

川路 四区 6 3 2 10 3 40 66 300 7 2 

竜丘 時又 4 5 1 3 6 60 84 80 8 3 

龍江 細新 2 5 5 1 24 80 5 1 

三穂 伊豆木 3 2 2 2 50 40 
 

5 
 

山本 東平 3 2 2 9 8 
 

7 2 

伊賀良 
本部 10 5 1 2 2 

  
3 

支所 38 40 
 

10 
 

千代 米川 2 2 2 2 2 47 2 
 

11 7 

上久堅 中宮 1 3 2 5 2 30 30 3 8 
 

鼎 
第一 2 6 3 1 4 

 
5 

 
第二 1 13 355 

 
5 

 

上郷 
三ツ井 3 2 6 

 
5 

 
別府 5 7 50 

 
5 

 
小計 49 71 20 61 42 622 1175 

 
721 26 19 

飯
田
広
域
消
防
本
部 飯田 1 1 17 

   
羽場 2 3 1 1 

   
座光寺 2 2 1 2 

   
伊賀良 3 2 2 19 

   
山本 2 2 2 2 

   
龍江 2 2 1 2 

   
小計 12 12 5 9 36 

   

長
野
県 松尾 弁天 2m13,4m15 38 

 
鼎 切石 2m25,4m25 50 

 
上郷 別府 2m13,4m15 38 

 
小計 2m51,4m55 126 

 
合計 61 83 25 61 51 622 1211 

 
847 26 19 
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（資料 10－１ 水防活動） 

 

水防団の管轄地域 

地区名 河川または区域 警戒機関名 警戒責任者 

飯田地区 野底川 飯田市消防団第２分団 分団長 

谷川 飯田市消防団第１・２分団 分団長 

王電寺川 飯田市消防団第１・３分団 分団長 

源長川 飯田市消防団第１・３分団 分団長 

松川 飯田市消防団第１・３分団 分団長 

座光寺地区 南大島川 飯田市消防団第４分団 分団長 

天竜川 飯田市消防団第４分団 分団長 

座光寺地区自主防災会 自主防災会長 

土曽川 飯田市消防団第４分団 分団長 

松尾地区 松川 飯田市消防団第５分団 分団長 

松尾地区自主防災会 自主防災会長 

天電川 飯田市消防団第５分団 分団長 

松尾地区自主防災会 自主防災会長 

毛賀沢川 飯田市消防団第５分団 分団長 

松尾地区自主防災会 自主防災会長 

下久堅地区 天竜川 飯田市消防団第６分団 分団長 

下久堅水害予防組合 水害予防組合長 

竜丘地区 天竜川 飯田市消防団第７分団 分団長 

電丘地区水防組合 水防組合長 

新川 飯田市消防団第７分団 分団長 

電丘地区水防組合 水防組合長 

臼井川 飯田市消防団第７分団 分団長 

久米川 飯田市消防団第７分団 分団長 

西沢川 飯田市消防団第７分団 分団長 

三穂地区 弟川 飯田市消防団第８分団 分団長 

阿智川 飯田市消防団第８分団 分団長 

久米川の一部 飯田市消防団第８分団 分団長 

山本地区 米川流域 飯田市消防団第９分団 分団長 

湯川流域 飯田市消防団第９分団 分団長 

箱川 飯田市消防団第９分団 分団長 

伊賀良地区 茂都計川 飯田市消防団第 10 分団 分団長 

毛賀沢川 飯田市消防団第 10 分団 分団長 

大井川 飯田市消防団第 10 分団 分団長 

新井の一部 飯田市消防団第 10 分団 分団長 

新井川 飯田市消防団第 10 分団 分団長 
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（資料 10－１ 水防活動 つづき） 

 

水防団の管轄地域（つづき） 

地区名 河川または区域 警戒機関名 警戒責任者 

川路地区 久米川 飯田市消防団第 11 分団 分団長 

川路水害予防組合 水害予防組合長 

天竜川 飯田市消防団第 11 分団 分団長 

川路水害予防組合 水害予防組合長 

龍江地区 天竜川 飯田市消防団第 12 分団 分団長 

龍江天竜土地管理組合． 管理組合長 

龍江地区水防組合 水防組合長 

御庵沢川 飯田市消防団第 12 分団 分団長 

イタチ川 飯田市消防団第 12 分団 分団長 

龍江地区水防組合 水防組合長 

千代地区 米川 飯田市消防団第 13 分団 分団長 

天竜川 飯田市消防団第 13 分団 分団長 

紅葉川 飯田市消防団第 13 分団 分団長 

谷沢川 飯田市消防団第 13 分団 分団長 

イタチ川 飯田市消防団第 13 分団 分団長 

和城沢川 飯田市消防団第 13 分団 分団長 

上久堅地区 玉川 飯田市消防団第 14 分団 分団長 

鼎地区 松川 飯田市消防団第 15 分団 分団長 

毛賀沢川 飯田市消防団第 15 分団 分団長 

上郷地区 天竜川 飯田市消防団第 16 分団 分団長 

上郷地区水防組合 水防組合長 

新戸川 飯田市消防団第 16 分団 分団長 

上郷地区水防組合 水防組合長 

野底川 飯田市消防団第 16 分団 分団長 

上郷地区水防組合 水防組合長 

松川 飯田市消防団第 16 分団 分団長 

上郷地区水防組合 水防組合長 

土曽川 飯田市消防団第 16 分団 分団長 

上郷地区水防組合 水防組合長 

上村地区 上村川 飯田市消防団第 17 分団 分団長 

南信濃地区 速山川 飯田市消防団第 18 分団 分団長 
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（資料 13 公用負担命令書） 

 

 

公 用 負 担 命 令 書 

第     号 

 

次のとおり        のため       することを命じます。 

 

   年   月   日 

 

水防管理者                印 

事務取扱者                印 

 

様 

 

目的物の種類 

目的物の員数 

負 担 内 容 

 

 

使用、収用、処分     

 

 

切 り 取 り 線 

 

受    領    書 

 

第    号の公用負担命令書を受領しました。 

 

   年   月   日 

 

氏名                印 

 

水防管理者 

                   様 
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（資料 18 水防協力団体の名称、区域等） 

 

水防協力団体 

名称 対象河川 区域 

飯田市座光寺地域自主防災連絡協議会 天竜川 座光寺 

飯田市松尾地区自主防災連絡協議会 天竜川 

松川 

毛賀沢川 

松尾 

飯田市竜丘地区自主防災会 天竜川 

新川 

時又 

駄科 

桐林 

上川路 

長野原 

飯田市下久堅地区水害予防組合 天竜川 下久堅 

飯田市川路水害予防組合 天竜川 

久米川 

川路 

飯田市龍江地区自主防災会 天竜川 

イタチ川 

龍江 

龍江天竜土地管理組合 天竜川 

御庵沢川 

龍江 

飯田市上郷天竜川水防組合 天竜川 

野底川 

松川 

土曽川 

新戸川 

上郷 
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（別添資料）松尾地区内水排除緊急時対応計画  
※この計画で「建設部長」とある部分について、災害警戒本部もしくは災害対策本部設置後は、「建設部参事」

と読み替える。 

※天竜川増水等の状況は、下記のウェブサイトより把握する。 

【国土交通省 川の防災情報】       http://www.river.go.jp/ 

【長野県 河川砂防情報ステーション】  http://www.persons.sabo-nagano.jp/dps/ 

 

手順 

（１）水防倉庫への集合 

  ア 事前周知 

危機管理部から降雨に関する警戒情報が出された場合、調査計画係長は地域計画課内で今後の見通しに

関して情報共有し、連絡体制や事前準備についての確認を行う。 

すぐに出動態勢がとれるよう装備を携帯させる（ヘルメット、雨具、手袋、長靴）。 

イ 待機 

（ア）地域計画課長は、伊久間水位計が 0.5m に近づき、その後も水位の上昇が見込まれる場合は（平常

時水位－1.4ｍ位）、内水排除関係者に職場待機を指示する（勤務時間外の場合は自宅待機）。 

（イ）調査計画係長を中心に関係者へ連絡する。 

 ⇒担当職員（一次配備職員）、ひ門操作員総括者（管理係長） 

（ウ）調査計画係長は、地域計画課執務室へ市役所本部を開設する（常時１名以上配置）。 

（エ）調査計画係長は、危機管理室からデジタル簡易業務用無線８機を借り受ける。 

ウ 出動 

（ア）地域計画課長は、伊久間水位計が 1.0m に近づいた場合、内水排除関係者に水神水防倉庫への出動

を指示する。 

（イ）調査計画係長を中心に関係者へ連絡する。 

 ⇒担当職員（一次配備職員）、ひ門操作員総括者（管理係長） 

 ⇒松尾自治振興センター所長 ⇒松尾まちづくり委員会会長 

（⇒内水氾濫が明らかに起こると想定される状態である場合、竜水開発組合長、協力業者） 

（ウ）担当職員は直ちに水神水防倉庫に集合する。調査計画係長は車両移動を行う職員を指名し、キャ

ンター（パワーゲート）、キャンター（ユニック）、移動用車両３台を水神水防倉庫へ移動させる。 

（エ）地域計画課長は、水神水防倉庫へ現地本部を開設する（常時２名以上配置）。 

（オ）地域計画課長、調査計画係長は、現場指揮及び連絡調整にあたる。 

（カ）調査計画係長は、集合者を記録し、ライフジャケット、ヘッドライトを渡す。記録員（経過記録、

写真撮影）を指名する。 

（キ）ひ門関係者は祝井沢・毛賀沢ひ門に集合する。管理係職員は観測を開始し、水位を現地本部また

は金色洞連絡員へ随時報告する。 

（ク）調査計画係長は、連絡員を指名し、各責任者へデジタル簡易業務用無線を渡す。（地域計画課長、

調査計画係長、祝井沢ポンプ責任者、祝井沢連絡員、祝井沢ひ門連絡員（管理係職員）、金色洞ポ

ンプ責任者、金色洞連絡員、金色洞ひ門連絡員（管理係職員）） 

（ケ）地域計画課長は、市役所本部へ現地の状況を随時報告する。 

（コ）祝井沢連絡員、金色洞連絡員は、各現場と現地本部との連絡調整に当たる。 
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（２）祝井沢川、金色洞沢川へのポンプ配備 

ア ポンプ車移動 

（ア）市役所本部は、危機管理室からの情報、伊久間水位、上流降水状況、ダム・諏訪湖放流状況など

を随時、地域計画課長に連絡する。 

（イ）地域計画課長は、水位の変化、情報等を分析し、現場の実態を見ながら、排水ポンプ車を祝井沢、

金色洞に配備する。 

祝井沢へ優先配備 １号車、３号機  金色洞へ優先配備 ２号車 

（ウ）金色洞に排水ポンプ車を配備する際には、別送するポンプ機材を別送用トラックに積み込み運搬

する。 

  イ 人員配置 

ポンプ車を配備した場合、各現場にクレーン免許所有者２名以上、ポンプ車を運転できる免許所有者２

名以上を必ず配置する。 

 

（３）実働 

ア ポンプ設置 

（ア）金色洞で内水位の上昇が予想される場合、金色洞ポンプ責任者は地域計画課長の指示を仰ぎ、ポ

ンプを設置する。祝井沢で内水位の上昇が予想される場合は、地域計画課長は、ポンプ設置を指

示する。 

（イ）祝井沢にポンプを設置する場合は、委託業者へクレーンの手配を依頼する。また、堤防道路［飯

田化成(株)建材工場前］及び［水神橋交差点］に通行止めバリケードを設置する。（警察への連絡） 

（ウ）地域計画課長は松尾浄化管理センター所長へ、処理水の排水先を非常用排水に切替えるよう依頼

する。 

（エ）金色洞にポンプ車を配備した場合は、堤防道路へ通行止めバリケードと共に「一般車輌の進入制

限」の看板を設置する。 

（オ）金色洞に金色洞現地本部を設置する。（ポンプ設置時最低 12 名以上、常時３名以上配置） 

イ ひ門閉鎖 

（ア）建設部長は、水位の状況を判断し、ひ門の閉鎖・内水排除を指示する。 

ひ門操作は、ひ門操作員が実施する。 

（イ）管理係職員は、観測を継続する。 

ウ ポンプ稼動 

（ア）建設部長は、地域計画課長にポンプ稼動を指示する。 

（イ）ポンプ車の操作を行う者は、地域計画課長または調査計画係長が指名し、指名された者が必ず操

作を行う。 

（ウ）地域計画課長又は調査計画係長は、ポンプ稼動が長時間に渡り燃料補給が必要な場合は、業者の

手配を行う。夜間の給油が必要な場合は、給油カード（管理課管理）を使用し 24H 営業のガソリ

ンスタンドにて携行缶で購入する。 

（エ）１号ポンプ車  タンク容量 100ℓ  連続稼働時間 5ｈ（21ℓ/ｈ） 

２号ポンプ車  タンク容量 300ℓ  連続稼働時間 11ｈ（27ℓ/ｈ） 

エ 応援要請 

建設部長は、市のポンプだけでは内水を排除できない恐れがある場合、飯田建設事務所、天竜川上流河

川事務所に応援要請を行う。 

オ ポンプ車の移動 

（ア）地域計画課長は、祝井沢、金色洞のポンプを移動させる必要が生じた場合、建設部長に状況を伝

達する。 



  
21    

（イ）建設部長は、飯田建設事務所、天竜川上流河川事務所の応援体制の見込み、今後の水位の状況等

を判断し、移動の有無を決定する。 

 

（４）冠水の恐れがある場合 

ア 各現場で冠水の恐れがある場合、地域計画課長は建設部長及び市役所本部へ連絡する。市役所本部は危機

管理室へ報告する。 

イ 建設部長は、人的被害が発生する恐れがある場合、操作員への避難勧告等の判断を行う。 

ウ 建設部長は、金色洞、祝井沢が氾濫し、交通に支障が出る恐れがある場合、通行止め等の作業を内水排除

職員以外の職員に指示する。 

エ 冠水となる前に、ポンプ車、移動車両、機材等を安全な場所へ退避させる。 

 

（５）従事者の安全・健康管理 

ア 飲料、食料 

地域計画課長は、作業が長時間となった場合、作業従事者の飲料、食料の手配を指示する。おおよそ６

時間ごとに食料を手配する。 

イ 交代 

（ア）地域計画課長は、担当職員の水防倉庫集合から概ね８時間を経過した時点で、なお出動が当面続

く見込みである場合、応援職員に出動要請を行う。（応援職員：２次配備となっている職員） 

（イ）地域計画課長は作業の安全性を考慮し、24ｈを３交代制で回せるよう勤務シフトを作成する（各

現場にクレーン免許所有者２名以上、ポンプ車を運転できる免許所有者２名以上を必ず配置）。 

（ウ）現地本部員（地域計画課長、調査計画係長）が交代する場合は、地域計画課長については、建設

部長が交代要員を派遣するものとし、調査計画係長については、地域計画課長が交代要員を指名

するものとする。 

（エ）地域計画課長は、現場職員の交代を指示する。 

（オ）地域計画課長又は調査計画係長は、適宜点呼を行い、人員の安全把握に努める。交代者の記録も

行う。 

 

（６）収束 

ア ひ門開放 

建設部長は、外水位が内水位を下回った旨の連絡があった場合、ひ門開放を指示する。 

操作は、ひ門操作員が行う。 

イ ポンプ停止 

建設部長は、ひ門が開放され、内水の外水への流出が確認できた場合に、ポンプ停止の指示を行う。 

ウ ポンプ撤収 

建設部長は、危機管理室からの情報、気象状況等から、事態が収束に向かっていると判断した場合、地

域計画課長に撤収を指示する。 

エ 解散 

地域計画課長は、水神水防倉庫に撤収完了した時点で、建設部長に連絡し、建設部長の指示により、解

散する。 

 

（７）その他 

ポンプ車は、緊急車輌として登録してあるため、緊急走行可能。 

スペアキー配備箇所：松尾浄化管理センター、松尾自治振興センター、 

危機管理部、地域計画課 
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【出動の考え方】 

１． 平成 18 年 7 月豪雨災害では、伊久間水位計 1.86m で毛賀沢ひ門を閉鎖している。 

２． 同災害では、伊久間水位計の 1 時間あたりの最大水位上昇値は、0.44m（7/17 11:40～12:40）。過去最大

の上昇は、58 災での 0.78m。このため、想定最大水位上昇値を平均値の 0.6m（10 分間で 0.1m 上昇）と

する。 

３． 待機者が通報を受けてから水神倉庫到着までは約 20 分、操作場移動・組み立て時間は 50 分と想定。 

４． 通報を受けてから 70 分で排水可能、この間最大上昇率で 0.7m 上昇。 

５． 安全率を 2 割程見込み、伊久間水位 1.0m で水神倉庫へ出動とする。但し、事前待機が条件。 

 

 

（８）長野県内水排除ポンプ車の要請先         （９）国土交通省内水排除ポンプ車等の要請先 

   飯田建設事務所                    天竜川上流河川事務所飯田河川出張所 

   飯田市追手町２丁目 678                 飯田市松尾新井 6753 連絡先 TEL 22-3654 

        連絡先 TEL 53-0452                             FAX 53-0359 

            FAX 24-5412 

   内水排除ポンプ車１台 

                                 天竜川上流河川事務所（駒ケ根市） 

                                    連絡先 TEL 0265-81-6416 

                                 内水排除ポンプ車３台 

 

 

 

                                 国土交通省中部地方整備局（名古屋市） 

                     


	01_［表紙］.pdf
	02_[本文].pdf
	03_[資料].pdf

